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ࡣ
ࡌ
ࡵ
に

　
本
稿
は
、
近
世
後
期
に
国
役
普
請
で
開
発
さ
れ
た
桑
名
藩
領
下
の
新
田
を
事
例

に
、
そ
の
形
成
過
程
に
つ
い
て
検
証
を
試
み
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

　
本
稿
で
対
象
と
す
る
豊
崎
新
田
（
現
川
越
町
）
の
開
発
に
つ
い
て
は
、『
川
越
町
史
』

に
開
発
者
の
一
人
で
あ
っ
た
山
中
伝
四
郎
関
連
の
文
書
か
ら
開
発
の
起
点
、
そ
し
て

中
断
し
た
寛
政
三
年
（
一
七
九
一
）
頃
ま
で
を
中
心
に
分
析
を
行
っ
て
い
る
。
そ
の

場
所
は
、
町
屋
川
河
口
部
右
岸
、
現
在
の
亀
尾
新
田
東
（
海
面
）
側
堤
防
の
外
側
に

あ
っ
た（
１
）。
こ
の
新
田
開
発
は
第
一
次
の
開
発
で
、
寛
政
五
年
以
降
の
第
二
次
の
新
田

開
発
の
様
相
や
そ
の
詳
細
に
つ
い
て
は
解
明
さ
れ
て
お
ら
ず
、
こ
の
点
に
つ
い
て
課

題
が
残
さ
れ
て
い
る（
２
）。

　
第
一
次
の
開
発
は
、
天
明
四
年
（
一
七
八
四
）
十
一
月
、
南
福
崎
村
（
現
川
越
町
）

片
山
又
次
郎
を
発
起
人
と
し
て
翌
五
年
正
月
に
許
可
さ
れ
、
同
年
九
月
に
は
、
西
別

所
村
（
現
桑
名
市
）
松
岡
専
八
、江
場
村
（
現
桑
名
市
）
水
谷
左
太
郎
、西
大
鐘
村
（
現

四
日
市
市
）
伊
藤
弥
左
衛
門
、
富
田
一
色
（
現
四
日
市
市
）
伊
藤
惣
兵
衛
、
平
嶋
新

田
（
現
愛
知
県
弥
富
市
）
服
部
市
兵
衛
、
鳥
ケ
地
新
田
（
現
愛
知
県
弥
富
市
）
佐
野

周
平
、
四
日
市
川
原
町
（
現
四
日
市
市
）
山
中
伝
四
郎
、
南
福
崎
村
片
山
又
次
郎
の

八
人
で
仲
間
を
組
織
し
て
開
発
を
進
め
た
。
と
こ
ろ
が
、
発
起
人
の
片
山
又
次
郎
、

仲
間
の
伊
藤
弥
左
衛
門
が
寛
政
三
年
、
不
正
の
罪
で
追
放
さ
れ
財
産
没
収
と
な
っ
た

こ
と
で
新
田
開
発
が
頓
挫
し
た
よ
う
で
あ
る（
３
）。
そ
し
て
、
寛
政
五
年
に
な
り
、
平
田

十
蔵
を
中
心
に
再
開
発
が
進
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
再
開
発
は
途
中
か
ら
幕

府
が
関
与
す
る
国
役
普
請
で
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
最
終
的
に
消
滅
し
た
新
田
で

あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
新
田
開
発
に
関
す
る
先
行
研
究
と
し
て
松
好
貞
夫
氏
、
菊
池
利
夫
氏
、

大
石
慎
三
郎
氏
、
木
村
礎
氏
の
著
書
が
あ
る（
４
）。

歴
史
地
理
学
の
立
場
か
ら
の
研
究
が

多
い
中
で
、
木
村
氏
は
新
田
類
型
や
そ
の
意
義
、
前
期
、
中
期
の
違
い
を
述
べ
、
新

田
村
の
内
部
の
分
析
等
歴
史
的
研
究
の
視
点
か
ら
叙
述
し
て
い
る
。
し
か
し
、
新
田

村
と
古
村
と
の
関
係
や
後
期
か
ら
幕
末
期
に
か
け
て
の
研
究
が
少
な
い
状
況
が
課
題

と
し
て
残
さ
れ
る
、
と
し
て
い
る（
５
）。

筆
者
も
近
世
前
期
の
桑
名
藩
に
お
い
て
、
藩
の

奨
励
の
も
と
地
域
の
有
力
者
主
体
で
新
田
開
発
が
行
わ
れ
た
員
弁
郡
大
泉
新
田
や
幕

末
期
の
「
御
国
恩
」
が
キ
ー
ワ
ー
ド
と
な
る
旧
桑
名
藩
領
小
林
新
田
の
事
例
を
紹
介

し
た
が
、
新
田
開
発
の
研
究
は
自
治
体
や
自
然
環
境
や
絵
図
等
を
利
用
し
た
新
し
い

研
究
、
従
来
か
ら
の
歴
史
地
理
学
や
土
木
工
学
と
の
関
連
で
の
研
究
が
見
ら
れ
る
も

の
の
そ
の
数
は
多
く
は
な
い（
６
）。

　
本
稿
で
は
，
木
曽
三
川
河
口
に
近
い
地
域
を
取
り
上
げ
、
町
人
請
負
か
ら
度
々
の

風
水
害
を
経
て
最
終
的
に
国
役
普
請
に
よ
る
再
開
発
が
進
め
ら
れ
る
と
い
う
新
田
開

発
が
、
様
々
な
土
木
工
事
と
複
雑
に
絡
み
合
う
可
能
性
を
提
示
す
る
こ
と
で
、
従
前

と
は
異
な
る
見
解
も
見
い
だ
せ
る
も
の
と
考
え
る
。
そ
こ
で
こ
れ
ら
の
研
究
状
況
を

近
世
後
期
の
国
役
普
請
で
の
新
田
開
発
過
程

　―
幻
と
な
っ
た
朝
明
郡
豊
崎
新
田
―

藤
　
谷
　
　
　
彰
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踏
ま
え
、
本
稿
で
は
寛
政
五
年
（
一
七
九
三
）
以
降
の
第
二
次
新
田
開
発
の
様
相
や

そ
の
終
焉
に
つ
い
て
、
平
田
家
に
残
さ
れ
た
史
料
や
開
発
地
主
で
あ
る
山
中
伝
四
郎

家
文
書
を
用
い
て
検
証
す
る
こ
と
で
、
今
後
の
研
究
の
一
助
と
し
た
い
。
こ
の
新
田

自
体
の
先
行
研
究
が
少
な
い
こ
と
か
ら
、
耕
地
と
田
植
え
、
年
貢
負
担
、
地
主
経
営
、

小
作
人
の
様
子
、
庄
屋
の
交
代
と
い
っ
た
新
田
の
概
要（
７
）に
つ
い
て
も
述
べ
る
こ
と
と

し
た
い
。

　
な
お
、
史
料
と
し
て
平
田
家
文
書
「（
外
題
）「
諸
願
届
書
扣
」、（
内
題
）「
諸
事

願
書
注
進
御
届
書
扣
」（
以
下
、「
諸
願
書
留
」
と
す
る
」
と
題
さ
れ
た
桑
名
藩
へ
提

出
す
る
た
め
の
願
書
を
書
き
留
め
た
史
料
を
利
用
す
る
。「
諸
願
書
留
」
は
、
豊
崎

新
田
庄
屋
を
務
め
、
新
田
開
発
に
携
わ
っ
た
平
田
家
当
主
三
代
の
記
録
で
、
寛
政
七

年
（
一
七
九
五
）
か
ら
安
政
六
年
（
一
八
五
九
）
ま
で
の
豊
崎
新
田
に
関
す
る
願
書
・

覚
・
宗
門
改
な
ど
が
書
き
留
め
ら
れ
、
新
田
開
発
過
程
を
分
析
で
き
る
恰
好
の
史
料

で
あ
る（
８
）。

୍
卒
➨
஧
ḟ
㇏
ᓮ
᪂
⏣
ࡢ
㛤
Ⓨ

（
一
）
第
二
次
開
発
経
緯

　
豊
崎
新
田
の
第
二
次
の
開
発
は
、「
諸
願
書
留
」
に
「
再
開
発
御
証
文
頂
戴
　
豊

崎
新
田
　
寛
政
五
年
丑
二
月
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
寛
政
五
年
（
一
七
九
三
）
に
再

び
願
書
を
差
し
出
し
、
本
格
的
に
開
発
さ
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
時
期
に
つ
い

て
は
、
十
蔵
の
息
子
で
南
福
崎
村
の
庄
屋
職
を
引
き
継
い
だ
十
治
郎
の
文
政
六
年

（
一
八
二
三
）
十
二
月
の
口
上
書（
９
）に

も
「
豊
崎
新
田
開
発
儀
者
、
寛
政
五
年
丑
冬
ゟ

取
懸
り
、
私
シ
親
十
蔵
世
話
仕
候
」
と
あ
る
。
そ
し
て
、
再
開
発
は
「
右
者
（
十
蔵
）

南
福
崎
村
肝
煎
役
仕
候
而
、
寛
政
五
丑
年
新
田
築
立
御
願
奉
申
上
候
而
、
同
年
冬
ゟ

同
六
寅
年
迄
ニ
築
立
成
就
仕
）
10
（

」
や
翌
六
年
に
「
豊
崎
新
田
仲
満
証
文
之
事
）
11
（

」
が
作
成

さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
同
六
年
に
は
完
成
し
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
仲
満
（
間
）

証
文
に
は
、
松
岡
庄
九
郎
・
水
谷
民
治
郎
・
伊
藤
宗
兵
衛
・
内
田
忠
蔵
・
竹
内
弥
兵
衛
・

服
部
市
兵
衛
・
佐
野
周
平
・
山
中
伝
四
郎
の
八
人
の
名
前
が
記
さ
れ
、
普
請
金
を
八

口
に
分
割
し
て
出
金
し
て
い
る
。
中
で
も
山
中
伝
四
郎
は
二
口
と
多
い
た
め
、
仲
間

惣
代
と
な
っ
て
い
る
。

　
寛
政
九
年
二
月
の
願
書
）
12
（

に
は
、
寛
政
六
年
か
ら
八
年
ま
で
の
鍬
下
年
季
（
年
貢
免

除
）
後
の
九
年
に
年
貢
上
納
を
行
う
つ
も
り
で
あ
っ
た
が
、
難
場
が
あ
り
堤
普
請
も

ま
ま
な
ら
な
く
用
水
の
状
況
も
悪
い
た
め
、
寛
政
九
年
か
ら
十
二
年
ま
で
四
年
間
の

鍬
下
年
季
を
代
官
所
へ
願
い
出
て
い
る
。
そ
の
差
出
人
は
豊
崎
新
田
地
主
で
あ
っ
た

佐
野
周
平
・
服
部
市
兵
衛
・
山
中
伝
四
郎
・
松
岡
庄
九
郎
・
水
谷
民
次
郎
・
水
谷
太

兵
衛
・
内
田
太
兵
衛
・
庄
屋
十
蔵
で
あ
る
（
結
局
は
三
年
間
の
鍬
下
年
季
と
な
っ
た
）。

こ
の
中
で
由
緒
が
判
明
す
る
者
は
、
庄
屋
十
蔵
が
南
福
崎
村
の
平
田
十
蔵
で
あ
り
、

山
中
伝
四
郎
が
四
日
市
町
の
商
人
、
服
部
市
兵
衛
が
尾
張
国
の
商
人
で
あ
る
。

　
前
述
し
た
十
治
郎
の
口
上
書
で
は
十
蔵
一
人
で
開
発
を
手
掛
け
た
よ
う
に
記
さ
れ

て
い
る
が
、
実
際
に
は
各
地
域
の
商
人
資
本
を
投
入
し
て
の
開
発
で
あ
っ
た
こ
と
が

わ
か
る
。
こ
の
よ
う
な
新
田
開
発
の
形
態
は
、「
町
人
請
負
新
田
」
と
言
わ
れ
、
江

戸
時
代
中
期
以
降
盛
ん
に
な
る
）
13
（

。

　
そ
の
後
、
こ
の
開
発
は
「
江
戸
御
普
請
）
14
（

」「
公
儀
御
普
請
）
15
（

」
と
あ
り
、
町
人
の
請

負
新
田
か
ら
公
儀
（
幕
府
・
桑
名
藩
）
が
関
与
す
る
開
発
へ
と
変
容
し
て
い
る
。
享

和
二
年
（
一
八
○
二
）
八
月
の
願
書
で
は
、

〔
史
料
一
）
16
（

〕

　
　
　
　
　
乍
恐
奉
願
候
事

　
　 
一 
豊
崎
新
田
六
月
晦
日
、
風
雨
ニ
而
切
込
早
速
澪
留
丈
夫
付
等
致
候
所
、
又
々

当
月
七
日
風
雨
ニ
而
切
込
申
候
而
堤
通
り
及
大
破
、
地
所
悪
敷
罷
成
候
ニ

付
、
甚
当
惑
仕
候
、
乍
併
其
儘
難
捨
置
御
座
候
ニ
付
澪
留
仕
、
追
々
丈
夫
付

仕
候
、
右
御
新
田
御
年
貢
来
ル
亥
年
ゟ
御
上
納
可
相
勤
筈
ニ
御
座
候
得
共
、

此
度
夥
敷
金
子
雑
用
相
重
り
甚
難
渋
仕
候
、
何
卒
御
慈
悲
ヲ
以
、
来
亥
ゟ
卯

（9） （8）

年
迄
五
ケ
年
之
内
鍬
下
被
下
置
度
奉
願
上
候
、
右
鍬
下
被
下
置
候
ハ
ヽ
難
有

堤
普
請
地
直
り
等
出
情
可
仕
候
、
且
又
今
般

　
　
　
御
領
内
御
大
変
ニ
付
、
従

　
　 

　 

御
公
儀
様
御
普
請
御
見
分
御
座
候
様
、
乍
恐
風
聞
仕
候
御
儀
ニ
御
座
候
、
弥

御
見
分
御
座
候
御
儀
ニ
御
座
候
ハ
ヽ
、
去
ル
午
年
之
通
り
右
新
田
茂
一
縮
ニ

御
願
御
仕
様
帳
江
御
組
込
被
成
下
度
奉
願
上
候
、
弥
従

　
　
　 

御
公
儀
様
御
普
請
被
成
下
候
而
堤
通
り
丈
夫
ニ
罷
成
候
ハ
ヽ
難
有
奉
存
候
、

御
年
貢
亥
年
ゟ
為
御
冥
加
御
上
納
可
仕
候
、
右
願
之
通
り
被
為
　
仰
付
被
下

候
ハ
ヽ
難
有
仕
合
ニ
可
奉
存
候
、
以
上
、

　
　
　
　
　
戌（

享
和
二
年
）

八
月
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
豊
崎
新
田
地
主
庄
屋

　
　
　
　
　
御
代
官
所

と
あ
る
。
六
月
晦
日
、
八
月
七
日
の
二
回
の
風
雨
に
よ
り
堤
が
破
損
し
て
復
旧
工
事

を
行
っ
て
い
る
も
の
の
「
夥
敷
金
子
雑
用
相
重
り
甚
難
渋
仕
」
る
の
で
、
五
年
の
鍬

下
年
季
と
「
御
公
儀
様
御
普
請
」
を
桑
名
藩
代
官
所
へ
願
い
出
て
い
る
。

　
そ
し
て
、
享
和
三
年
（
一
八
○
三
）
九
月
の
願
書
）
17
（

で
は
、

〔
史
料
二
〕

　
　
　
　
　
奉
願
上
候
御
事

　
　 

一 

豊
崎
新
田
之
儀
、
度
々
大
風
・
高
汐
ニ
而
及
大
破
ニ
候
得
共
、
時
々
普
請
仕

漸
々
ニ
持
堪
へ
候
所
、
又
々
去
戌
年
大
風
・
高
汐
ニ
而
汐
除
堤
茂
弐
、
三
ケ

所
打
切
、田
畑
一
面
汐
入
ニ
而
地
所
重
而
悪
敷
相
成
り
、作
毛
茂
難
生
立
追
々

之
難
事
ニ
而
相
続
仕
兼
候
ニ
付
、
又
々
鍬
下
御
年
数
被
下
置
度
段
再
願
奉
申

上
、
可
成
ニ
修
覆
仕
度
存
罷
有
候
所
、
当
春
御
国
役
御
普
請
ニ
御
組
込
被
成

下
、
ケ
成
之
御
普
請
被
為
　
仰
付
被
下
候
ニ
付
難
有
奉
存
、
当
年
ゟ
御
高
入

仕
度
段
奉
願
候
所
、
御
聞
済
、
今
般
御
検
地
被
為
　
仰
付
奉
畏
候
（
後
略
）

と
、
豊
崎
新
田
は
度
々
に
大
風
や
大
汐
で
災
害
が
起
こ
り
、
そ
の
都
度
修
復
し
て
き

た
が
、
昨
年
（
享
和
二
年
）
の
大
風
・
大
汐
で
田
畑
に
汐
が
入
り
、
作
物
が
生
育
せ

ず
難
儀
し
て
い
る
。
そ
こ
で
鍬
下
年
季
の
願
い
を
申
し
上
げ
た
が
、
こ
の
年
の
春
に

は
「
御
国
役
御
普
請
ニ
御
組
被
成
下
、
ケ
成
之
御
普
請
被
　
為
仰
付
被
下
候
ニ
付
難

有
奉
存
」
と
、
こ
の
再
開
発
は
幕
府
主
導
の
国
役
普
請
に
組
み
込
ま
れ
実
施
さ
れ
る

こ
と
と
な
っ
た
。

　
こ
の
国
役
普
請
と
は
、
諸
国
の
河
川
普
請
や
水
害
発
生
箇
所
の
普
請
に
際
し
て
、

国
持
大
名
や
二
○
万
石
以
上
の
大
名
は
自
普
請
、
そ
れ
以
下
の
領
主
で
自
普
請
が
困

難
な
場
合
に
、
幕
府
が
総
費
用
の
一
○
分
の
一
を
負
担
し
て
普
請
を
行
い
、
残
り
を

国
役
金
と
し
て
幕
領
私
領
区
別
な
く
高
割
し
て
農
民
か
ら
取
り
立
て
る
普
請
方
法
）
18
（

で

あ
り
、
こ
の
場
合
、
町
屋
川
や
伊
勢
湾
付
近
の
豊
崎
新
田
は
、
こ
の
条
件
に
該
当
し

取
次
に
あ
た
り
桑
名
藩
が
関
与
し
た
よ
う
で
あ
る
。

　
そ
れ
は
幕
府
側
の
史
料
か
ら
も
確
認
さ
れ
る
。
享
和
二
年
正
月
二
十
八
日
に
は

「
勘
定
奉
行
小
笠
原
和
泉
守
長
幸
甲
勢
濃
三
国
川
渠
修
造
の
事
奉
は
り
）
19
（

」、
同
年
八

月
二
十
六
日
に
は
「
松
平
飛
騨
守
利
考
、
鍋
島
甲
斐
守
直
温
、
細
川
能
登
守
利
庸
に
、

東
海
道
及
び
甲
斐
、
美
濃
、
伊
勢
の
三
国
川
々
修
理
の
助
役
命
ぜ
ら
る
）
20
（

」
と
あ
り
、

正
月
に
は
勘
定
奉
行
が
木
曽
三
川
の
修
築
の
事
を
受
け
た
こ
と
、
八
月
に
は
松
平
飛

騨
守
利
考
ほ
か
二
大
名
に
木
曽
三
川
修
築
の
助
役
が
命
じ
ら
れ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て

い
る
。

　
豊
崎
新
田
は
木
曽
三
川
か
ら
は
や
や
離
れ
て
い
る
が
、
こ
の
国
役
普
請
の
一
環
と

し
て
の
再
開
発
で
あ
っ
た
可
能
性
が
高
い
。
と
い
う
の
も
、桑
名
藩
領
の
福
江
新
田
・

福
岡
新
田
・
福
地
新
田
・
亀
尾
新
田
・
亀
崎
新
田
な
ど
の
新
田
は
揖
斐
・
長
良
川
河

口
部
に
隣
接
し
、
木
曽
川
を
含
め
た
三
川
の
土
砂
の
堆
積
を
利
用
し
た
新
田
で
、
そ

の
延
長
線
上
に
豊
崎
新
田
が
位
置
し
て
い
る
）
21
（

。
さ
ら
に
「
国
役
金
」
免
除
願
い
）
22
（

が
出

さ
れ
て
お
り
、
国
役
普
請
に
伴
う
国
役
金
が
課
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
そ
し
て
、
願
書
に
は
こ
の
こ
と
に
続
け
て
、「
元
来
右
新
田
之
儀
者
最
初
南
福
崎

村
又
次
郎
願
人
ニ
而
私
し
共
内
中
満
相
成
り
、
反
別
拾
町
歩
程
御
地
代
金
五
拾
両
ニ

而
御
願
申
上
候
」
と
最
初
は
南
福
崎
村
の
（
片
山
）
又
次
郎
が
願
人
と
な
っ
て
山
中
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年
迄
五
ケ
年
之
内
鍬
下
被
下
置
度
奉
願
上
候
、
右
鍬
下
被
下
置
候
ハ
ヽ
難
有

堤
普
請
地
直
り
等
出
情
可
仕
候
、
且
又
今
般

　
　
　
御
領
内
御
大
変
ニ
付
、
従

　
　 

　 

御
公
儀
様
御
普
請
御
見
分
御
座
候
様
、
乍
恐
風
聞
仕
候
御
儀
ニ
御
座
候
、
弥

御
見
分
御
座
候
御
儀
ニ
御
座
候
ハ
ヽ
、
去
ル
午
年
之
通
り
右
新
田
茂
一
縮
ニ

御
願
御
仕
様
帳
江
御
組
込
被
成
下
度
奉
願
上
候
、
弥
従

　
　
　 

御
公
儀
様
御
普
請
被
成
下
候
而
堤
通
り
丈
夫
ニ
罷
成
候
ハ
ヽ
難
有
奉
存
候
、

御
年
貢
亥
年
ゟ
為
御
冥
加
御
上
納
可
仕
候
、
右
願
之
通
り
被
為
　
仰
付
被
下

候
ハ
ヽ
難
有
仕
合
ニ
可
奉
存
候
、
以
上
、

　
　
　
　
　
戌（

享
和
二
年
）

八
月
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
豊
崎
新
田
地
主
庄
屋

　
　
　
　
　
御
代
官
所

と
あ
る
。
六
月
晦
日
、
八
月
七
日
の
二
回
の
風
雨
に
よ
り
堤
が
破
損
し
て
復
旧
工
事

を
行
っ
て
い
る
も
の
の
「
夥
敷
金
子
雑
用
相
重
り
甚
難
渋
仕
」
る
の
で
、
五
年
の
鍬

下
年
季
と
「
御
公
儀
様
御
普
請
」
を
桑
名
藩
代
官
所
へ
願
い
出
て
い
る
。

　
そ
し
て
、
享
和
三
年
（
一
八
○
三
）
九
月
の
願
書
）
17
（

で
は
、

〔
史
料
二
〕

　
　
　
　
　
奉
願
上
候
御
事

　
　 

一 

豊
崎
新
田
之
儀
、
度
々
大
風
・
高
汐
ニ
而
及
大
破
ニ
候
得
共
、
時
々
普
請
仕

漸
々
ニ
持
堪
へ
候
所
、
又
々
去
戌
年
大
風
・
高
汐
ニ
而
汐
除
堤
茂
弐
、
三
ケ

所
打
切
、田
畑
一
面
汐
入
ニ
而
地
所
重
而
悪
敷
相
成
り
、作
毛
茂
難
生
立
追
々

之
難
事
ニ
而
相
続
仕
兼
候
ニ
付
、
又
々
鍬
下
御
年
数
被
下
置
度
段
再
願
奉
申

上
、
可
成
ニ
修
覆
仕
度
存
罷
有
候
所
、
当
春
御
国
役
御
普
請
ニ
御
組
込
被
成

下
、
ケ
成
之
御
普
請
被
為
　
仰
付
被
下
候
ニ
付
難
有
奉
存
、
当
年
ゟ
御
高
入

仕
度
段
奉
願
候
所
、
御
聞
済
、
今
般
御
検
地
被
為
　
仰
付
奉
畏
候
（
後
略
）

と
、
豊
崎
新
田
は
度
々
に
大
風
や
大
汐
で
災
害
が
起
こ
り
、
そ
の
都
度
修
復
し
て
き

た
が
、
昨
年
（
享
和
二
年
）
の
大
風
・
大
汐
で
田
畑
に
汐
が
入
り
、
作
物
が
生
育
せ

ず
難
儀
し
て
い
る
。
そ
こ
で
鍬
下
年
季
の
願
い
を
申
し
上
げ
た
が
、
こ
の
年
の
春
に

は
「
御
国
役
御
普
請
ニ
御
組
被
成
下
、
ケ
成
之
御
普
請
被
　
為
仰
付
被
下
候
ニ
付
難

有
奉
存
」
と
、
こ
の
再
開
発
は
幕
府
主
導
の
国
役
普
請
に
組
み
込
ま
れ
実
施
さ
れ
る

こ
と
と
な
っ
た
。

　
こ
の
国
役
普
請
と
は
、
諸
国
の
河
川
普
請
や
水
害
発
生
箇
所
の
普
請
に
際
し
て
、

国
持
大
名
や
二
○
万
石
以
上
の
大
名
は
自
普
請
、
そ
れ
以
下
の
領
主
で
自
普
請
が
困

難
な
場
合
に
、
幕
府
が
総
費
用
の
一
○
分
の
一
を
負
担
し
て
普
請
を
行
い
、
残
り
を

国
役
金
と
し
て
幕
領
私
領
区
別
な
く
高
割
し
て
農
民
か
ら
取
り
立
て
る
普
請
方
法
）
18
（

で

あ
り
、
こ
の
場
合
、
町
屋
川
や
伊
勢
湾
付
近
の
豊
崎
新
田
は
、
こ
の
条
件
に
該
当
し

取
次
に
あ
た
り
桑
名
藩
が
関
与
し
た
よ
う
で
あ
る
。

　
そ
れ
は
幕
府
側
の
史
料
か
ら
も
確
認
さ
れ
る
。
享
和
二
年
正
月
二
十
八
日
に
は

「
勘
定
奉
行
小
笠
原
和
泉
守
長
幸
甲
勢
濃
三
国
川
渠
修
造
の
事
奉
は
り
）
19
（

」、
同
年
八

月
二
十
六
日
に
は
「
松
平
飛
騨
守
利
考
、
鍋
島
甲
斐
守
直
温
、
細
川
能
登
守
利
庸
に
、

東
海
道
及
び
甲
斐
、
美
濃
、
伊
勢
の
三
国
川
々
修
理
の
助
役
命
ぜ
ら
る
）
20
（

」
と
あ
り
、

正
月
に
は
勘
定
奉
行
が
木
曽
三
川
の
修
築
の
事
を
受
け
た
こ
と
、
八
月
に
は
松
平
飛

騨
守
利
考
ほ
か
二
大
名
に
木
曽
三
川
修
築
の
助
役
が
命
じ
ら
れ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て

い
る
。

　
豊
崎
新
田
は
木
曽
三
川
か
ら
は
や
や
離
れ
て
い
る
が
、
こ
の
国
役
普
請
の
一
環
と

し
て
の
再
開
発
で
あ
っ
た
可
能
性
が
高
い
。
と
い
う
の
も
、桑
名
藩
領
の
福
江
新
田
・

福
岡
新
田
・
福
地
新
田
・
亀
尾
新
田
・
亀
崎
新
田
な
ど
の
新
田
は
揖
斐
・
長
良
川
河

口
部
に
隣
接
し
、
木
曽
川
を
含
め
た
三
川
の
土
砂
の
堆
積
を
利
用
し
た
新
田
で
、
そ

の
延
長
線
上
に
豊
崎
新
田
が
位
置
し
て
い
る
）
21
（

。
さ
ら
に
「
国
役
金
」
免
除
願
い
）
22
（

が
出

さ
れ
て
お
り
、
国
役
普
請
に
伴
う
国
役
金
が
課
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
そ
し
て
、
願
書
に
は
こ
の
こ
と
に
続
け
て
、「
元
来
右
新
田
之
儀
者
最
初
南
福
崎

村
又
次
郎
願
人
ニ
而
私
し
共
内
中
満
相
成
り
、
反
別
拾
町
歩
程
御
地
代
金
五
拾
両
ニ

而
御
願
申
上
候
」
と
最
初
は
南
福
崎
村
の
（
片
山
）
又
次
郎
が
願
人
と
な
っ
て
山
中
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伝
四
郎
ら
町
人
と
仲
間
と
な
っ
て
一
○
町
歩
ほ
ど
を
五
○
両
で
請
け
負
っ
た
の
で
あ

る
。
と
こ
ろ
が
、
そ
の
又
次
郎
が
、
お
咎
め
を
受
け
た
た
め
新
田
も
お
取
り
上
げ
と

な
っ
た
。
山
中
ら
町
人
仲
間
は
多
額
の
出
金
を
し
て
い
る
の
で
、
取
上
げ
ら
れ
た
新

田
の
差
し
戻
し
を
願
っ
た
が
叶
わ
な
か
っ
た
。
そ
ん
な
最
中
に
、
前
述
し
た
大
風
・

大
汐
が
や
っ
て
き
た
の
で
あ
る
。
そ
の
後
も
新
田
面
積
や
土
地
代
金
等
桑
名
藩
と
の

交
渉
の
経
緯
が
記
さ
れ
て
い
る
が
省
略
す
る
。

　
豊
崎
新
田
は
、
一
旦
は
町
人
請
負
で
新
田
が
成
立
し
た
が
、
新
田
に
振
り
か
か
る

災
害
に
よ
り
そ
の
後
は
町
人
請
負
で
は
貫
徹
で
き
ず
、
公
儀
（
幕
府
）
が
関
与
す
る

国
役
普
請
が
行
わ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

（
二
）
新
田
へ
の
居
付
入
百
姓
と
用
水

　「
諸
願
書
留
」
に
は
、
新
田
開
発
に
あ
た
っ
て
数
家
族
が
新
田
居
付
の
「
入
百
姓
」

と
し
て
引
越
し
て
き
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
最
初
の
入
百
姓
は
、
長
嶋
藩
領
北

嶋
村
に
居
住
し
て
い
た
久
治
（
八
人
家
族
）、
孫
七
（
五
人
家
族
）
を
当
主
と
し
た

家
族
で
、
豊
崎
新
田
庄
屋
十
蔵
が
代
官
所
へ
差
し
出
し
た
寛
政
七
年
（
一
七
九
五
）

十
二
月
の
願
書
）
23
（

に
は
「
此
度
当
村
江
入
百
姓
ニ
仕
度
」「
為
引
越
度
段
申
候
」
と
あ
り
、

「
引
越
」
を
し
て
「
入
百
姓
」
と
な
り
た
い
と
あ
る
。
新
田
へ
の
入
村
に
は
、
こ
の

よ
う
な
引
越
を
し
て
村
へ
定
住
す
る
「
入
百
姓
」
と
居
住
先
は
そ
の
ま
ま
で
耕
作
の

た
め
に
新
田
へ
入
る
「
入
作
百
姓
」
の
二
種
類
が
あ
り
、
こ
の
場
合
は
前
者
の
形
態

と
な
る
。
そ
し
て
、
こ
の
願
書
に
対
し
て
十
二
月
二
十
日
付
け
で
吉
川
繁
蔵
か
ら
の

入
百
姓
許
可
の
回
答
が
あ
っ
た
）
24
（

。

　
そ
の
後
の
入
百
姓
は
、
寛
政
十
年
の
長
嶋
領
平
方
村
豊
吉
（
二
人
家
族
）、
十
一

年
の
亀
尾
新
田
七
蔵
（
六
人
家
族
）、
豊
田
村
平
五
郎
（
五
人
家
族
）
で
あ
り
、
寛

政
十
二
年
、
享
和
二
年
（
一
八
○
二
）
に
は
、
こ
れ
ら
五
家
族
へ
の
給
米
（
下
付
米
）

が
記
さ
れ
て
い
る
。
寛
政
十
二
年
時
点
で
五
家
族
、
二
七
人
（
男
一
二
人
、
女
一
五

人
）
で
あ
っ
た
。
文
化
元
年
に
は
二
九
人
）
25
（

と
な
っ
た
。

　
文
化
三
年
（
一
八
○
六
）
時
点
の
豊
崎
新
田
へ
の
入
百
姓
は
、久
治
・
七
蔵
・
孫
七
・

平
五
郎
・
又
左
衛
門
家
の
五
軒
で
、
寛
政
十
年
に
入
百
姓
と
な
っ
た
豊
吉
に
代
わ
り
、

又
左
衛
門
の
名
前
が
見
ら
れ
る
。
居
屋
敷
は
町
屋
川
添
い
の
「
一
番
割
南
」
の
地
で

新
田
の
西
北
部
に
あ
っ
た
。
居
屋
敷
前
に
は
「
被
下
地
」
で
あ
る
一
反
歩
畑
地
、
久

治
・
七
蔵
・
孫
七
所
持
地
が
あ
り
、
七
蔵
所
持
地
は
久
治
と
文
助
が
耕
作
し
、
そ
の

ほ
か
は
久
治
・
孫
七
が
自
作
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
久
治
は
畑
六
畝
一
九
歩
、
孫

七
は
七
畝
五
歩
を
所
持
し
て
い
た
）
26
（

。

　
次
に
新
田
開
発
に
と
っ
て
必
要
な
水
の
確
保
に
つ
い
て
み
る
。「
諸
願
書
留
」
に

は
、
満
潮
時
に
は
汐
が
入
り
込
み
作
物
の
生
育
に
影
響
が
出
て
難
渋
し
て
い
る
と
あ

る
）
27
（

。
そ
こ
で
、
亀
尾
新
田
堤
の
中
ほ
ど
に
用
水
樋
を
設
け
、
そ
こ
か
ら
取
水
し
た
の

で
あ
る
。
そ
の
規
模
は
「
用
水
樋
内
法
壱
尺
五
寸
ニ
壱
尺
七
寸
之
差
樋
」（
樋
口
）

を
設
け
て
、
そ
こ
か
ら
「
堤
添
長
弐
百
七
拾
間
、
巾
七
尺
、
深
三
尺
」
の
用
水
路
を

設
置
し
、
亀
尾
新
田
内
を
通
し
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
亀
尾
新
田
地
主

も
支
障
が
な
い
と
の
回
答
で
あ
っ
た
。

஧
卒
᪂
⏣
⤒
Ⴀ

（
一
）
耕
地
と
田
植
え

　
開
発
さ
れ
た
新
田
は
、文
政
六
年（
一
八
二
三
）時
点
で
表
１
の
面
積
・
石
高
と
な
っ

た
。
田
畑
総
計
は
一
一
町
八
反
九
畝
歩
、
石
高
九
九
石
八
斗
二
升
五
合
と
な
り
、
そ

の
内
訳
は
引
高
地
と
し
て
宮
地
・
居
屋
敷
・
江
敷
地
が
あ
り
、
そ
の
残
り
が
毛
付
田

畑
と
な
っ
た
。
田
方
が
下
々
田
八
町
六
反
七
畝
九
歩
・
石
高
七
八
石
五
升
七
合
、
畑

方
が
下
々
畑
二
町
一
反
九
畝
一
五
歩
・
石
高
三
石
一
斗
七
升
、
総
計
一
○
町
八
反
六

畝
二
四
歩
・
石
高
九
一
石
二
斗
二
升
七
合
と
な
っ
た
。
そ
の
ほ
か
新
起
下
々
田
五
畝

三
歩
・
石
高
四
斗
五
升
九
合
と
な
る
。
こ
の
本
高
は
享
和
三
年
、
新
起
高
は
文
化
五

年
に
高
入
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
）
28
（

。

（11） （10）

　
次
に
豊
崎
新
田
の
文
化
元

年
（
一
八
○
四
）
か
ら
安
政
六
年

（
一
八
五
九
）
ま
で
の
田
植
え
の
様

子
を
植
田
目
録
）
29
（

か
ら
見
て
み
よ
う

（
表
２
）。

　
田
植
え
で
の
稲
の
種
類
は
、
文
化

元
年
か
ら
文
政
三
年
ま
で
毎
年
早

稲
・
中
稲
・
糯
稲
・
晩
稲
で
、
そ
の

反
別
は
一
反
歩
・
三
反
歩
・
二
反
歩
・

八
町
一
五
歩
、
総
反
別
は
八
町
六
反

一
五
歩
で
あ
っ
た
。
植
付
期
間
は
五

月
中
を
中
心
に
、
四
〜
七
日
の
間
で

植
付
を
行
っ
た
が
、
五
日
間
が
多

い
。
文
政
六
年
と
な
り
、
晩
稲
面
積
が
八
町
七
畝
九
歩
に
増
え
た
こ
と
で
総
反
別
が

八
町
六
反
七
畝
九
歩
と
な
る
。
そ
の
後
し
ば
ら
く
植
田
目
録
が
記
載
さ
れ
て
お
ら
ず

不
詳
で
あ
る
。

　
次
に
記
載
が
見
ら
れ
る
天
保
四
年
（
一
八
三
三
）
以
降
、
総
反
別
は
八
町
九
反
七

畝
九
歩
、
同
十
三
年
九
町
一
反
五
畝
九
歩
、
弘
化
三
年
九
町
三
反
九
歩
、
嘉
永
元
年

九
町
五
反
四
畝
二
一
歩
と
徐
々
に
増
加
し
て
い
る
。
そ
の
内
訳
は
天
保
四
年
か
ら
嘉

永
元
年
ま
で
は
記
載
が
な
い
た
め
わ
か
ら
な
い
が
、
嘉
永
二
年
以
降
早
稲
植
付
が
な

く
な
り
、
中
稲
三
町
歩
、
晩
稲
六
町
五
反
四
畝
二
一
歩
と
な
っ
た
。
同
七
年
に
は
五

反
歩
を
早
稲
に
替
え
、
そ
の
分
晩
稲
を
減
ら
し
て
い
る
。
総
反
別
は
変
わ
ら
な
い
。

以
降
安
政
五
年
ま
で
内
訳
は
変
化
し
な
い
。
植
付
期
間
は
文
化
元
年
当
初
か
ら
一
町

ほ
ど
増
え
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
四
〜
九
日
と
大
き
く
は
変
化
し
て
お
ら
ず
五
日
間
で

植
え
て
い
る
場
合
が
多
い
。

表̏　ช੕̔೧๝࡜৿田߶ൕพ
面✚（町反␇歩） ▼高（▼）

田畑⥲ィ 11.8.9.0 99.825

ᐑ地永ᘬ 下ࠎ畑 0.1.0.0 0.600

ᒃ屋ᩜ永ᘬ 下ࠎ畑 0.1.0.0 0.600

Ụᩜ地ᘬ 下ࠎ田 0.8.2.6 7.396

毛付田畑 10.8.6.24 91.227

田᪉ 下ࠎ田 8.6.7.9 78.057

畑᪉ 下ࠎ畑 2.1.9.15 3.170

᪂㉳ 下ࠎ田 0.0.5.3 0.459

平田家文書「寛政七年諸事願書注進御届書扣」による。

地┠

⾲㸯ࠉ文ᨻ㸴ᖺ㇏ᓮ᪂⏣㧗཯ู

表̐　৪෉য়ڱ
年代 ᳜付ᮇ間

᳜付
日ᩘ

᳜付面✚ 年代 ᳜付ᮇ間
᳜付
日ᩘ

᳜付面✚

文化ඖ年 18㹼23 6 ኳಖ㸲年 5/11㹼5/15 5

文化㸰年 5/29㹼6/3 5 ኳಖ㸳年 5/20㹼5/24 5

文化㸱年 5/9㹼5/12 4 ኳಖ13年 5/16㹼5/20 5

文化㸲年 5/23㹼5/27 5 ኳಖ14年 5/28㹼6/2 4か5

文化㸳年 �4か5᭶）4㹼8 5 ᘯ化㸰年 5/19㹼5/23 5

文化㸴年 5/16㹼5/20 5 ᘯ化㸱年 5/1㹼5/4 4

文化㸵年 5/26㹼5/29 4 ᘯ化㸲年 5/13㹼5/17 5

文化㸶年 5/8㹼5/12 5 嘉永ඖ年 5/24㹼5/28 5

文化㸷年 5/19㹼5/22 4 嘉永㸰年 5/6㹼5/10 5

文化12年 5/23㹼5/27 5 嘉永㸱年 5/16㹼5/18 3

文化13年 6/4㹼6/10 7 嘉永㸲年 5/27㹼5/29 3

文化14年 5/13㹼5/17 5 嘉永㸳年 5/8㹼5/12 5

文政ඖ年 5/24㹼5/28 5 嘉永㸵年 6/1㹼6/4 4

文政㸰年 5/6㹼5/12 7 安政㸰年 5/12㹼5/15 4

文政㸱年 5/16㹼5/20 5 安政㸱年 5/23㹼5/27 5

文政㸴年 5/19㹼5/23 5 安政㸲年 閏5/3㹼5/11 9

文政㸵年 6/1㹼6/5 5 安政㸳年 5/12㹼5/18 7

文政㸶年 5/12㹼5/17 6 平田家文書「諸事願書注進御届扣」による。

⥲反ู8町9反7␇9歩にቑ
ຍ（ෆヂグ㍕࡞し）

⥲反ู9町1反5␇9歩にቑ
ຍ（ෆヂグ㍕࡞し）

⥲反ู9町3反9歩にቑຍ
（ෆヂグ㍕࡞し）

嘉永2年㹼୰✄3町歩、ᬌ
✄6町5反4␇21歩、嘉永7
年㹼᪩✄5反歩、୰✄3町
歩、ᬌ✄6町4␇21歩、⥲
反ู9町5反4␇21歩にቑ
ຍ

᪩✄1反歩、୰✄3反
歩、⣍✄2反歩、ᬌ✄8
町15歩、⥲反ู8町6反
15歩

ᬌ✄8町7␇9歩にቑຍ、
⥲反ู8町6反7␇9歩

⾲㸰᳜ࠉ௜≧ἣ
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次
に
豊
崎
新
田
の
文
化
元

年
（
一
八
○
四
）
か
ら
安
政
六
年

（
一
八
五
九
）
ま
で
の
田
植
え
の
様

子
を
植
田
目
録
）
29
（

か
ら
見
て
み
よ
う

（
表
２
）。

　
田
植
え
で
の
稲
の
種
類
は
、
文
化

元
年
か
ら
文
政
三
年
ま
で
毎
年
早

稲
・
中
稲
・
糯
稲
・
晩
稲
で
、
そ
の

反
別
は
一
反
歩
・
三
反
歩
・
二
反
歩
・

八
町
一
五
歩
、
総
反
別
は
八
町
六
反

一
五
歩
で
あ
っ
た
。
植
付
期
間
は
五

月
中
を
中
心
に
、
四
〜
七
日
の
間
で

植
付
を
行
っ
た
が
、
五
日
間
が
多

い
。
文
政
六
年
と
な
り
、
晩
稲
面
積
が
八
町
七
畝
九
歩
に
増
え
た
こ
と
で
総
反
別
が

八
町
六
反
七
畝
九
歩
と
な
る
。
そ
の
後
し
ば
ら
く
植
田
目
録
が
記
載
さ
れ
て
お
ら
ず

不
詳
で
あ
る
。

　
次
に
記
載
が
見
ら
れ
る
天
保
四
年
（
一
八
三
三
）
以
降
、
総
反
別
は
八
町
九
反
七

畝
九
歩
、
同
十
三
年
九
町
一
反
五
畝
九
歩
、
弘
化
三
年
九
町
三
反
九
歩
、
嘉
永
元
年

九
町
五
反
四
畝
二
一
歩
と
徐
々
に
増
加
し
て
い
る
。
そ
の
内
訳
は
天
保
四
年
か
ら
嘉

永
元
年
ま
で
は
記
載
が
な
い
た
め
わ
か
ら
な
い
が
、
嘉
永
二
年
以
降
早
稲
植
付
が
な

く
な
り
、
中
稲
三
町
歩
、
晩
稲
六
町
五
反
四
畝
二
一
歩
と
な
っ
た
。
同
七
年
に
は
五

反
歩
を
早
稲
に
替
え
、
そ
の
分
晩
稲
を
減
ら
し
て
い
る
。
総
反
別
は
変
わ
ら
な
い
。

以
降
安
政
五
年
ま
で
内
訳
は
変
化
し
な
い
。
植
付
期
間
は
文
化
元
年
当
初
か
ら
一
町

ほ
ど
増
え
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
四
〜
九
日
と
大
き
く
は
変
化
し
て
お
ら
ず
五
日
間
で

植
え
て
い
る
場
合
が
多
い
。

表̏　ช੕̔೧๝࡜৿田߶ൕพ
面✚（町反␇歩） ▼高（▼）

田畑⥲ィ 11.8.9.0 99.825

ᐑ地永ᘬ 下ࠎ畑 0.1.0.0 0.600

ᒃ屋ᩜ永ᘬ 下ࠎ畑 0.1.0.0 0.600

Ụᩜ地ᘬ 下ࠎ田 0.8.2.6 7.396

毛付田畑 10.8.6.24 91.227

田᪉ 下ࠎ田 8.6.7.9 78.057

畑᪉ 下ࠎ畑 2.1.9.15 3.170

᪂㉳ 下ࠎ田 0.0.5.3 0.459

平田家文書「寛政七年諸事願書注進御届書扣」による。

地┠

⾲㸯ࠉ文ᨻ㸴ᖺ㇏ᓮ᪂⏣㧗཯ู

表̐　৪෉য়ڱ
年代 ᳜付ᮇ間

᳜付
日ᩘ

᳜付面✚ 年代 ᳜付ᮇ間
᳜付
日ᩘ

᳜付面✚

文化ඖ年 18㹼23 6 ኳಖ㸲年 5/11㹼5/15 5

文化㸰年 5/29㹼6/3 5 ኳಖ㸳年 5/20㹼5/24 5

文化㸱年 5/9㹼5/12 4 ኳಖ13年 5/16㹼5/20 5

文化㸲年 5/23㹼5/27 5 ኳಖ14年 5/28㹼6/2 4か5

文化㸳年 �4か5᭶）4㹼8 5 ᘯ化㸰年 5/19㹼5/23 5

文化㸴年 5/16㹼5/20 5 ᘯ化㸱年 5/1㹼5/4 4

文化㸵年 5/26㹼5/29 4 ᘯ化㸲年 5/13㹼5/17 5

文化㸶年 5/8㹼5/12 5 嘉永ඖ年 5/24㹼5/28 5

文化㸷年 5/19㹼5/22 4 嘉永㸰年 5/6㹼5/10 5

文化12年 5/23㹼5/27 5 嘉永㸱年 5/16㹼5/18 3

文化13年 6/4㹼6/10 7 嘉永㸲年 5/27㹼5/29 3

文化14年 5/13㹼5/17 5 嘉永㸳年 5/8㹼5/12 5

文政ඖ年 5/24㹼5/28 5 嘉永㸵年 6/1㹼6/4 4

文政㸰年 5/6㹼5/12 7 安政㸰年 5/12㹼5/15 4

文政㸱年 5/16㹼5/20 5 安政㸱年 5/23㹼5/27 5

文政㸴年 5/19㹼5/23 5 安政㸲年 閏5/3㹼5/11 9

文政㸵年 6/1㹼6/5 5 安政㸳年 5/12㹼5/18 7

文政㸶年 5/12㹼5/17 6 平田家文書「諸事願書注進御届扣」による。

⥲反ู8町9反7␇9歩にቑ
ຍ（ෆヂグ㍕࡞し）

⥲反ู9町1反5␇9歩にቑ
ຍ（ෆヂグ㍕࡞し）

⥲反ู9町3反9歩にቑຍ
（ෆヂグ㍕࡞し）

嘉永2年㹼୰✄3町歩、ᬌ
✄6町5反4␇21歩、嘉永7
年㹼᪩✄5反歩、୰✄3町
歩、ᬌ✄6町4␇21歩、⥲
反ู9町5反4␇21歩にቑ
ຍ

᪩✄1反歩、୰✄3反
歩、⣍✄2反歩、ᬌ✄8
町15歩、⥲反ู8町6反
15歩

ᬌ✄8町7␇9歩にቑຍ、
⥲反ู8町6反7␇9歩

⾲㸰᳜ࠉ௜≧ἣ
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（
二
）
年
貢
負
担

　
次
に
新
田
年
貢
に
つ
い
て
、
年
貢
割
付
状
、
及

び
皆
済
目
録
に
相
当
す
る
「
仕
掛
目
録
）
30
（

」
に
よ
り

見
て
み
よ
う
（
表
３
）。

　
ま
ず
、
表
の
見
方
に
つ
い
て
確
認
し
て
お
く
。
本

高
と
は
田
方
か
ら
収
穫
さ
れ
る
米
量
を
基
準
と
し
て

設
定
さ
れ
た
石
高
で
あ
る
。
そ
の
詳
細
は
不
明
な
が

ら
、
田
方
が
「
植
田
目
録
」
に
あ
る
よ
う
に
当
初
は

八
町
六
反
一
五
歩
（
七
七
石
四
斗
四
升
五
合
）
と
畑

方
の
合
計
石
高
で
あ
る
）
31
（

。

　
引
高
は
本
高
か
ら
年
貢
控
除
の
た
め
に
減
額
さ

れ
る
石
高
で
、
豊
崎
新
田
の
場
合
、
屋
敷
引
・
江

敷
地
引
・
鍬
下
引
の
三
種
類
が
あ
っ
た
。
屋
敷
引

は
通
常
は
、
庄
屋
と
な
っ
て
い
る
者
の
屋
敷
の
年

貢
控
除
で
、
江
敷
地
引
は
用
水
路
の
敷
地
と
な
っ

て
い
る
土
地
の
控
除
か
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、

鍬
下
引
は
、
新
田
開
発
直
後
は
地
味
や
収
穫
高
も

不
安
定
で
あ
る
た
め
に
一
定
期
間
年
貢
控
除
す
る

引
高
で
あ
る
。
享
和
三
年
（
一
八
○
三
）
時
点
で

三
一
石
余
、
文
化
四
年
（
一
八
○
七
）
に
は
一
八

石
余
へ
と
減
額
さ
れ
る
。
ち
な
み
に
寛
政
九
年

（
一
七
九
七
）
の
願
書
に
は
、「
去
ル
寅
年
ゟ
辰
年

迄
鍬
下
三
年
被
下
置
」
と
、
九
年
か
ら
年
貢
上
納

の
予
定
で
あ
っ
た
が
、
土
地
が
不
安
定
な
こ
と
も

あ
り
、
四
年
間
の
鍬
下
年
季
延
長
を
願
い
出
て
い

る
。
こ
こ
か
ら
は
寛
政
六
年
寅
年
か
ら
八
年
辰
年

ま
で
三
年
の
鍬
下
年
季
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
し
て
、
こ
の
延
期
願

い
は
認
め
ら
れ
ず
、
三
年
間
と
な
っ
た
よ
う
で
あ
る
）
32
（

。

　
残
高
は
本
高
か
ら
引
高
を
差
し
引
い
た
石
高
、
取
米
は
残
高
に
課
さ
れ
た
年
貢

高
、残
高
率
は
年
貢
率
で
あ
る
。
そ
し
て
、文
化
五
年
に
な
る
と
、本
高
と
は
別
に「
新

起
」
と
し
て
四
斗
五
升
九
合
が
高
入
れ
さ
れ
、そ
こ
に
一
七
％
の
年
貢
が
課
さ
れ
た
。

口
米
は
年
貢
の
目
減
り
分
を
補
填
す
る
た
め
の
付
加
米
で
、
桑
名
藩
の
場
合
本
高
取

米
の
三
％
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
享
和
三
年
の
場
合
、
取
米
一
○
石
六
斗
九
合

の
三
％
に
あ
た
る
三
斗
一
升
八
合
が
口
米
と
な
っ
て
い
る
。
定
納
高
は
す
べ
て
の
年

貢
高
総
計
と
な
り
、
本
高
に
対
す
る
割
合
を
示
し
た
も
の
を
本
高
率
と
し
た
。

　
享
和
三
年
か
ら
そ
の
詳
細
が
わ
か
る
が
、
そ
の
年
は
本
高
九
九
石
八
斗
二
升
五
合

に
対
し
、
屋
敷
引
（
一
石
二
斗
）、
江
敷
地
引
（
八
石
一
升
）、
鍬
下
引
（
三
一
石
六

斗
七
升
五
合
）
の
総
計
四
○
石
八
斗
八
升
五
合
の
引
高
を
差
し
引
い
た
残
高
（
五
八

石
九
斗
四
升
）
に
一
八
％
の
年
貢
が
課
さ
れ
た
。
年
貢
高
は
一
○
石
六
斗
九
合
で
あ

る
。
こ
れ
に
取
米
の
三
％
に
あ
た
る
三
斗
一
升
八
合
の
口
米
が
加
え
ら
れ
、
定
納
高

は
一
○
石
九
斗
二
升
七
合
と
な
っ
た
。
こ
の
割
合
は
本
高
の
一
○
・
九
％
と
な
る
。

こ
の
こ
と
は
同
年
の
年
貢
割
付
状
か
ら
も
確
認
さ
れ
る
）
33
（

。

　
次
に
変
化
が
見
ら
れ
る
の
は
文
化
四
年
。
こ
の
年
に
は
鍬
下
引
が
三
一
石
余
か
ら

八
石
八
斗
二
升
に
減
額
さ
れ
た
こ
と
に
伴
い
、
引
高
も
一
八
石
余
へ
と
減
少
し
、
そ

の
結
果
、
年
貢
賦
課
対
象
石
高
（
残
高
）
が
八
一
石
七
斗
九
升
五
合
へ
増
加
し
た
。

年
貢
率
は
一
八
％
と
定
率
の
ま
ま
で
あ
る
の
で
、
年
貢
高
も
一
四
石
七
斗
二
升
三
合

に
増
え
た
。
こ
れ
に
口
米
四
斗
四
升
二
合
が
加
算
さ
れ
、
定
納
高
は
一
五
石
一
斗
六

升
五
合
と
な
っ
た
）
34
（

。

　
文
化
十
四
年
の
「
年
貢
米
算
用
帳
」
で
は
、
本
田
九
九
石
余
か
ら
九
石
二
斗
一
升

の
引
高
が
あ
り
、
残
高
九
○
石
余
に
一
八
％
の
年
貢
率
は
課
さ
れ
、
取
米
は
一
六
石

三
斗
一
升
一
合
と
な
っ
た
。
こ
れ
に
新
起
分
取
米
や
口
米
が
加
わ
り
、
定
納
高
（
蔵

納
高
）
は
一
六
石
八
斗
八
升
一
合
と
な
っ
た
。
こ
の
ほ
か
一
○
四
文
の
年
頭
礼
銭
も

表̑　๝࡜৿田೧߫ෝ୴
年代 本高 ᘬ高ィ 残高 ྲྀ米 残高⋡ ᪂㉳高 ྲྀ米 ᪂㉳⋡ 口米 ᐃ⣡高 本高⋡ 備考

享和3年 99.825 40.885 58.940 10.609 18.0 0.318 10.927 10.9

文化2年 99.825 40.885 58.940 10.609 18.0 0.318 10.927 10.9

文化4年 99.825 18.030 81.795 14.723 16.2 0.442 15.165 15.2 㘵下༲ゟ༗

文化5年 99.825 18.030 81.795 14.723 16.2 0.459 0.078 17.0 0.444 15.245 15.3 㘵下༲ゟ༗

文化9年 99.825 9.210 90.615 16.311 16.3 0.459 0.078 17.0 0.492 16.881 16.9

文化14年 99.825 9.210 90.615 16.311 16.3 0.459 0.078 17.0 0.492 16.881 16.9 ଢ଼年㢌♩㖹104文
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納
入
し
て
い
る
。
天
春
九
郎
右
衛
門
と
大
村
覚
之
丞
の
二
人
の
代
官
が
署
名
捺
印
し

て
い
る
）
35
（

。

　
そ
の
後
は
「
諸
願
書
留
」
や
年
貢
割
付
状
な
ど
が
な
い
た
め
不
詳
で
あ
る
が
、
後

述
す
る
よ
う
に
、
安
政
二
年
（
一
八
五
五
）
に
は
新
田
全
体
が
汐
入
と
な
り
皆
無
と

な
っ
た
た
め
年
貢
免
除
と
な
っ
て
い
る
。
年
貢
上
納
は
度
々
の
災
害
に
よ
り
非
常
に

不
安
定
な
状
況
で
あ
っ
た
。

（
三
）
地
主
経
営

　
豊
崎
新
田
は
町
人
請
負
新
田
と
し
て
、
町
人
が
開
発
に
携
わ
っ
た
。
山
中
伝
四

郎
・
宇
佐
美
利
兵
衛
・
森
寺
（
伊
倉
屋
）
喜
兵
衛
が
そ
の
後
も
地
主
と
し
て
、
新
田

か
ら
収
穫
さ
れ
る
米
の
一
部
を
小
作
米
と
し
て
受
け
取
っ
て
い
る
。
こ
の
う
ち
山
中

伝
四
郎
は
、
新
田
開
発
当
初
か
ら
記
録
に
見
ら
れ
る
が
、
宇
佐
美
利
兵
衛
と
森
寺
喜

兵
衛
は
、
文
化
元
年
（
一
八
○
四
）
四
月
に
「
両
人
此
度
豊
崎
新
田
地
主
御
取
扱
被

成
下
度
段
御
願
申
上
候
」
と
、
こ
の
年
に
地
主
と
し
て
願
書
を
藩
に
差
し
上
げ
、
す

ぐ
に
聞
き
届
け
ら
れ
た
こ
と
で
、
こ
の
年
以
降
に
新
田
地
主
と
し
て
関
与
す
る
こ
と

に
な
っ
た
）
36
（

。
実
際
に
、
地
主
と
し
て
こ
れ
ら
三
人
が
小
作
米
を
受
け
取
っ
た
記
録
は

天
保
九
年
（
一
八
三
八
）
ま
で
わ
か
ら
な
い
。
天
保
九
年
の
場
合
は
、
山
中
が
九
○

俵
、
宇
佐
美
が
三
二
俵
、
森
寺
が
三
二
俵
の
合
計
一
五
四
俵
で
あ
っ
た
。
嘉
永
二
年

（
一
八
四
九
）
に
は
、
山
中
一
一
○
俵
、
宇
佐
美
三
○
俵
、
森
寺
五
○
俵
と
そ
の
比

率
が
異
な
り
、
山
中
が
増
え
て
い
る
。

（
四
）
小
作
人

　
豊
崎
新
田
に
は
そ
こ
に
居
住
し
て
い
た
五
人
の
百
姓
以
外
に
も
多
く
の
百
姓
が
小

作
人
と
し
て
耕
作
に
携
わ
っ
て
い
た
。
文
化
元
年
（
一
八
○
四
）
の
掟
帳
）
37
（

・
文
化
三

年
耕
地
図
）
38
（

か
ら
そ
の
概
要
を
把
握
し
て
み
よ
う
。

　
掟
帳
・
耕
作
図
か
ら
豊
崎
新
田
は
「
一
番
割
（
田
畑
四
町
四
反
四
畝
歩
・
米
二
○

石
五
斗
二
升
三
合
）」「
二
番
割
（
田
畑
五
町
八
反
五
畝
二
九
歩
・
米
二
一
石
四
斗
五

升
六
合
）」「
三
番
割
（
田
畑
五
町
九
反
三
畝
二
四
歩
・
一
八
石
一
斗
六
升
三
合
」「
四

番
割
（
田
畑
四
町
八
反
九
畝
歩
・
米
一
五
石
五
斗
六
升
一
合
）」
に
分
け
ら
れ
、
そ

の
総
計
は
田
畑
二
一
町
一
反
二
畝
二
三
歩
・
米
七
五
石
七
斗
三
合
で
あ
っ
た
。
そ
の

耕
地
は
「
一
番
割
」「
三
番
割
」
は
南
か
ら
、「
二
番
割
」「
四
番
割
」
は
北
か
ら
番

号
が
付
番
さ
れ
て
い
る
。「
一
番
割
」は
一
〜
三
九
番
、「
二
番
割
」は
一
〜
五
八
番
、「
三

番
割
」は
一
〜
五
九
番
、「
四
番
割
」は
一
〜
四
九
番
ま
で
あ
っ
た
。
そ
の
ほ
か「
新
起
」

「
屋
敷
割
畑
」「
居
屋
敷
」
も
あ
る
。
基
本
的
に
は
付
番
さ
れ
た
短
冊
状
の
耕
地
一
反

歩
を
小
作
人
一
人
で
耕
作
す
る
が
、
複
数
で
耕
作
し
て
い
る
場
合
も
見
ら
れ
る
。
そ

の
小
作
人
は
三
七
人
で
、
豊
崎
新
田
居
住
の
五
人
に
、
亀
崎
・
当
新
田
・
亀
須
・
福

崎
村
か
ら
入
作
し
て
い
る
者
も
見
ら
れ
る
。

（
五
）
庄
屋
の
交
代

　「
諸
願
書
留
」
か
ら
豊
崎
新
田
の
庄
屋
交
代
の
様
子
を
見
て
み
よ
う
）
39
（

。
最
初
の
庄

屋
は
南
福
崎
村
の
平
田
十
蔵
で
、
文
政
六
年
（
一
八
二
三
）
四
月
の
由
緒
書
で
は
、

十
蔵
は
寛
政
七
年（
一
七
九
五
）に
豊
崎
新
田
の
庄
屋
を
命
じ
ら
れ
、享
和
三
年（
一
八

○
三
）
に
は
北
福
崎
村
庄
屋
を
兼
帯
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、文
化
四
年
（
一
八
○
七
）

暮
れ
か
ら
当
新
田
の
庄
屋
も
兼
帯
し
た
。

　
文
化
六
年
に
な
り
倅
十
治
郎
が
当
新
田
の
庄
屋
を
務
め
る
こ
と
と
な
る
。
し
か

し
、
借
金
取
立
て
に
関
す
る
勘
定
違
い
に
よ
り
十
年
に
御
役
御
免
と
な
っ
た
。
十
二

年
に
な
っ
て
豊
崎
新
田
の
庄
屋
を
務
め
る
こ
と
と
な
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
堤
欠
所
に

な
っ
た
た
め
再
び
文
政
三
年
に
庄
屋
御
免
と
な
っ
た
。
十
治
郎
の
庄
屋
役
定
着
は
文

政
六
年
以
降
の
こ
と
で
あ
る
。
天
保
五
年
（
一
八
三
四
）
の
「
豊
崎
新
田
庄
屋
十
治

郎
由
緒
書
」
で
は
、
父
十
蔵
は
天
保
四
年
に
病
死
し
、
十
治
郎
は
文
政
六
年
以
降
天

保
五
年
ま
で
十
二
年
間
庄
屋
役
を
務
め
て
い
る
と
あ
る
。
十
治
郎
は
同
年
八
月
「
役

義
年
来
貞
実
」
で
あ
る
と
し
て
褒
美
に
苗
字
と
他
出
の
際
の
帯
刀
を
認
め
ら
れ
た
）
40
（

。
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納
入
し
て
い
る
。
天
春
九
郎
右
衛
門
と
大
村
覚
之
丞
の
二
人
の
代
官
が
署
名
捺
印
し

て
い
る
）
35
（

。

　
そ
の
後
は
「
諸
願
書
留
」
や
年
貢
割
付
状
な
ど
が
な
い
た
め
不
詳
で
あ
る
が
、
後

述
す
る
よ
う
に
、
安
政
二
年
（
一
八
五
五
）
に
は
新
田
全
体
が
汐
入
と
な
り
皆
無
と

な
っ
た
た
め
年
貢
免
除
と
な
っ
て
い
る
。
年
貢
上
納
は
度
々
の
災
害
に
よ
り
非
常
に

不
安
定
な
状
況
で
あ
っ
た
。

（
三
）
地
主
経
営

　
豊
崎
新
田
は
町
人
請
負
新
田
と
し
て
、
町
人
が
開
発
に
携
わ
っ
た
。
山
中
伝
四

郎
・
宇
佐
美
利
兵
衛
・
森
寺
（
伊
倉
屋
）
喜
兵
衛
が
そ
の
後
も
地
主
と
し
て
、
新
田

か
ら
収
穫
さ
れ
る
米
の
一
部
を
小
作
米
と
し
て
受
け
取
っ
て
い
る
。
こ
の
う
ち
山
中

伝
四
郎
は
、
新
田
開
発
当
初
か
ら
記
録
に
見
ら
れ
る
が
、
宇
佐
美
利
兵
衛
と
森
寺
喜

兵
衛
は
、
文
化
元
年
（
一
八
○
四
）
四
月
に
「
両
人
此
度
豊
崎
新
田
地
主
御
取
扱
被

成
下
度
段
御
願
申
上
候
」
と
、
こ
の
年
に
地
主
と
し
て
願
書
を
藩
に
差
し
上
げ
、
す

ぐ
に
聞
き
届
け
ら
れ
た
こ
と
で
、
こ
の
年
以
降
に
新
田
地
主
と
し
て
関
与
す
る
こ
と

に
な
っ
た
）
36
（

。
実
際
に
、
地
主
と
し
て
こ
れ
ら
三
人
が
小
作
米
を
受
け
取
っ
た
記
録
は

天
保
九
年
（
一
八
三
八
）
ま
で
わ
か
ら
な
い
。
天
保
九
年
の
場
合
は
、
山
中
が
九
○

俵
、
宇
佐
美
が
三
二
俵
、
森
寺
が
三
二
俵
の
合
計
一
五
四
俵
で
あ
っ
た
。
嘉
永
二
年

（
一
八
四
九
）
に
は
、
山
中
一
一
○
俵
、
宇
佐
美
三
○
俵
、
森
寺
五
○
俵
と
そ
の
比

率
が
異
な
り
、
山
中
が
増
え
て
い
る
。

（
四
）
小
作
人

　
豊
崎
新
田
に
は
そ
こ
に
居
住
し
て
い
た
五
人
の
百
姓
以
外
に
も
多
く
の
百
姓
が
小

作
人
と
し
て
耕
作
に
携
わ
っ
て
い
た
。
文
化
元
年
（
一
八
○
四
）
の
掟
帳
）
37
（

・
文
化
三

年
耕
地
図
）
38
（

か
ら
そ
の
概
要
を
把
握
し
て
み
よ
う
。

　
掟
帳
・
耕
作
図
か
ら
豊
崎
新
田
は
「
一
番
割
（
田
畑
四
町
四
反
四
畝
歩
・
米
二
○

石
五
斗
二
升
三
合
）」「
二
番
割
（
田
畑
五
町
八
反
五
畝
二
九
歩
・
米
二
一
石
四
斗
五

升
六
合
）」「
三
番
割
（
田
畑
五
町
九
反
三
畝
二
四
歩
・
一
八
石
一
斗
六
升
三
合
」「
四

番
割
（
田
畑
四
町
八
反
九
畝
歩
・
米
一
五
石
五
斗
六
升
一
合
）」
に
分
け
ら
れ
、
そ

の
総
計
は
田
畑
二
一
町
一
反
二
畝
二
三
歩
・
米
七
五
石
七
斗
三
合
で
あ
っ
た
。
そ
の

耕
地
は
「
一
番
割
」「
三
番
割
」
は
南
か
ら
、「
二
番
割
」「
四
番
割
」
は
北
か
ら
番

号
が
付
番
さ
れ
て
い
る
。「
一
番
割
」は
一
〜
三
九
番
、「
二
番
割
」は
一
〜
五
八
番
、「
三

番
割
」は
一
〜
五
九
番
、「
四
番
割
」は
一
〜
四
九
番
ま
で
あ
っ
た
。
そ
の
ほ
か「
新
起
」

「
屋
敷
割
畑
」「
居
屋
敷
」
も
あ
る
。
基
本
的
に
は
付
番
さ
れ
た
短
冊
状
の
耕
地
一
反

歩
を
小
作
人
一
人
で
耕
作
す
る
が
、
複
数
で
耕
作
し
て
い
る
場
合
も
見
ら
れ
る
。
そ

の
小
作
人
は
三
七
人
で
、
豊
崎
新
田
居
住
の
五
人
に
、
亀
崎
・
当
新
田
・
亀
須
・
福

崎
村
か
ら
入
作
し
て
い
る
者
も
見
ら
れ
る
。

（
五
）
庄
屋
の
交
代

　「
諸
願
書
留
」
か
ら
豊
崎
新
田
の
庄
屋
交
代
の
様
子
を
見
て
み
よ
う
）
39
（

。
最
初
の
庄

屋
は
南
福
崎
村
の
平
田
十
蔵
で
、
文
政
六
年
（
一
八
二
三
）
四
月
の
由
緒
書
で
は
、

十
蔵
は
寛
政
七
年（
一
七
九
五
）に
豊
崎
新
田
の
庄
屋
を
命
じ
ら
れ
、享
和
三
年（
一
八

○
三
）
に
は
北
福
崎
村
庄
屋
を
兼
帯
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、文
化
四
年
（
一
八
○
七
）

暮
れ
か
ら
当
新
田
の
庄
屋
も
兼
帯
し
た
。

　
文
化
六
年
に
な
り
倅
十
治
郎
が
当
新
田
の
庄
屋
を
務
め
る
こ
と
と
な
る
。
し
か

し
、
借
金
取
立
て
に
関
す
る
勘
定
違
い
に
よ
り
十
年
に
御
役
御
免
と
な
っ
た
。
十
二

年
に
な
っ
て
豊
崎
新
田
の
庄
屋
を
務
め
る
こ
と
と
な
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
堤
欠
所
に

な
っ
た
た
め
再
び
文
政
三
年
に
庄
屋
御
免
と
な
っ
た
。
十
治
郎
の
庄
屋
役
定
着
は
文

政
六
年
以
降
の
こ
と
で
あ
る
。
天
保
五
年
（
一
八
三
四
）
の
「
豊
崎
新
田
庄
屋
十
治

郎
由
緒
書
」
で
は
、
父
十
蔵
は
天
保
四
年
に
病
死
し
、
十
治
郎
は
文
政
六
年
以
降
天

保
五
年
ま
で
十
二
年
間
庄
屋
役
を
務
め
て
い
る
と
あ
る
。
十
治
郎
は
同
年
八
月
「
役

義
年
来
貞
実
」
で
あ
る
と
し
て
褒
美
に
苗
字
と
他
出
の
際
の
帯
刀
を
認
め
ら
れ
た
）
40
（

。
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そ
し
て
、
天
保
十
年
に
は
「
貞
実
」「
勧
農
」
の
褒
美
と
し
て
平
日
帯
刀
を
許
さ
れ

た
）
41
（

。
十
三
年
に
は
御
内
用
達
を
命
じ
ら
れ
た
）
42
（

。

　
十
治
郎
の
倅
十
平
は
、
天
保
七
年
三
月
、
一
八
歳
で
豊
崎
新
田
庄
屋
役
見
習
い
を

仰
せ
付
け
ら
れ
る
）
43
（

。
こ
の
年
の
二
月
に
は
関
西
方
面
へ
旅
行
を
し
て
い
る
）
44
（

。
嘉
永
七

年
（
一
八
五
四
）
三
月
、
十
平
は
豊
崎
新
田
庄
屋
を
命
じ
ら
れ
る
）
45
（

。

　
こ
の
よ
う
に
、
豊
崎
新
田
で
は
平
田
家
が
三
代
に
わ
た
っ
て
庄
屋
役
を
務
め
て
い

た
の
で
あ
る
。

୕
卒
᪂
⏣
ࡢ
⅏
ᐖ
࡜
⤊
↉

　
豊
崎
新
田
は
、
た
び
た
び
振
り
か
か
る
風
水
害
や
地
震
と
の
闘
い
を
経
て
形
成
さ

れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
そ
れ
ら
の
災
害
に
つ
い
て
見
て
み
よ
う
。

（
一
）
風
水
害

　
豊
崎
新
田
が
浜
辺
に
近
い
こ
と
や
町
屋
川
と
朝
明
川
に
挟
ま
れ
た
三
角
州
に
開
発

さ
れ
た
新
田
で
あ
る
こ
と
か
ら
「
諸
願
書
留
」
に
は
風
水
害
や
地
震
等
の
災
害
記
事

が
多
く
み
ら
れ
る
。
そ
れ
ら
を
ま
と
め
た
も
の
が
表
４
で
あ
る
。

　
風
水
害
に
つ
い
て
は
、
寛
政
十
一
年
（
一
七
九
九
）
四
月
、
被
害
状
況
は
不
詳
な

が
ら
高
汐
に
よ
る
被
害
が
出
た
。
同
年
八
月
十
九
日
に
も
大
風
に
よ
り
浜
堤
が
切
れ

て
砂
が
入
り
込
み
、
田
畑
立
毛
が
全
滅
し
た
。
享
和
二
年
（
一
八
○
二
）
に
は
六
月

晦
日
、
八
月
七
日
の
風
雨
が
記
録
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
時
に
も
浜
堤
防
の
決
壊
が

起
こ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
文
化
期
に
は
元
年
八
月
、
五
年
閏
六
月
、
十
二
年
六
月
、

十
三
年
八
月
に
大
風
や
高
汐
が
原
因
で
堤
が
決
壊
し
砂
入
や
作
物
が
流
れ
る
災
害
が

起
こ
っ
た
。

　
そ
の
後
し
ば
ら
く
災
害
記
録
は
見
ら
れ
な
い
が
、嘉
永
七
年
（
一
八
五
四
）
六
月
、

十
一
月
に
は
後
述
す
る
大
地
震
が
発
生
し
大
き
な
被
害
が
出
た
。
大
地
震
の
災
害
復

史料年代 場所 原因 状況 典拠 備考

寛政11/4/15 浜表堤
4/15朝高汐并あら
し

大損 乍恐口上書

寛政11/8/20 浜表堤 8/19より大風雨
長さ150間程切込み、堤通り残ら
ず大欠所

乍恐口上 3と同様

寛政11/9/ 田5反歩 8/19より大風雨 浜堤切込砂入、田畑立毛皆無 乍恐口上 2と同様

享和2/8/ 堤通り
6/晦日風雨、8/7
風雨

堤通り大破（切込、汐除地2,3か
所作毛生立難し）、公儀普請願

乍恐奉願候
事

文化1/10/ 堤通り 8/29大風雨 堤欠所 奉願御事
文化5/閏6/晦日 浜堤 閏6/29？大風 堤欠所 御注進
文化12/6/27 流作場 町屋川出水 流作切入、残らず砂入 （注進書）

文化13/11/ 浜表堤 8/4大風・高汐
浜表堤残らず切込、田畑汐入、立
毛粉米

奉願御事

嘉永7/6/14夜八
ツ過

大地震

本家1軒、物置1軒半潰、人家損
し、田畑汰込または汰上場所夥し
い、用水溝等は埋、川堤浜堤も汰
下り出来

乍恐以書附
御届ケ奉申
上候

嘉永7/11/ 大地震
11/4大地震半潰、11/5夕大地震に
て本潰

乍恐以書付
申上候

安政2/9/ 浜堤 大風雨・高汐 8/20浜堤残らず打越、切所
乍恐以書附
奉願上候

安政5/8/ 海面ゟ 大風雨・高汐
7/27海面ゟ切込み、田畑残らず汐
入、本潰。半潰家

乍恐以書附
御届奉申上
候

平田家文書「寛政七年諸事願書注進御届書扣」による。
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旧
途
上
の
翌
二
年
八
月
、
五
年
七
月
に
大
風
雨
・
大
汐
が
発
生
し
、
浜
堤
の
決
壊
が

起
き
て
新
田
が
亡
所
同
然
の
よ
う
な
様
相
と
な
っ
た
。
二
年
の
災
害
で
は
家
屋
が
流

失
し
た
小
平
治
・
半
五
郎
・
嘉
七
に
米
一
俵
・
麦
三
俵
ず
つ
、
半
潰
の
林
蔵
・
伊
三

郎
・
半
七
に
は
米
半
俵
・
麦
二
俵
ず
つ
、
水
入
し
た
豊
七
後
家
に
は
麦
二
俵
の
救
恤

米
・
救
恤
麦
が
下
付
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
こ
の
年
は
豊
崎
新
田
に
例
年
課
さ
れ
る

二
一
石
余
の
年
貢
米
と
国
役
金
は
免
除
さ
れ
た
。
五
年
の
災
害
で
は
二
年
と
ほ
ぼ
同

様
に
本
高
・
口
米
・
夫
米
・
役
米
の
計
一
九
石
余
が
引
高
と
な
り
年
貢
免
除
さ
れ
て

い
る
。

（
二
）
地
震
災
害

　
嘉
永
七
年
六
月
、
十
一
月
に
発
生
し
た
大
地
震
は
、
豊
崎
新
田
に
も
被
害
を
も
た

ら
し
た
。
六
月
十
四
日
夜
八
つ
時
（
午
前
二
時
）
の
大
地
震
で
は
、
半
五
郎
の
本
家

一
軒
が
半
潰
れ
と
な
り
、
そ
の
ほ
か
に
も
「
人
家
少
々
ツ
ヽ
損
シ
申
候
」
と
被
害
の

程
度
は
不
明
な
が
ら
被
害
が
発
生
し
た
よ
う
で
あ
る
。
ま
た
、田
畑
も
「
汰
込
」「
汰

上
ケ
」
と
地
震
に
よ
っ
て
土
地
の
沈
下
や
隆
起
に
似
た
よ
う
な
現
象
が
起
こ
り
、
用

水
溝
は
埋
ま
り
、
川
や
浜
堤
も
所
々
沈
下
し
た
よ
う
で
あ
る
。
半
五
郎
に
は
閏
七
月

に
な
り
、
米
二
斗
の
給
付
が
行
わ
れ
た
）
46
（

。

　
十
一
月
四
日
、
五
日
に
は
六
月
の
大
地
震
よ
り
も
大
き
な
被
害
が
出
て
い
る
。
四

日
に
林
蔵
・
小
平
治
・
与
八
・
伊
三
郎
・
半
五
郎
家
が
半
潰
れ
と
な
っ
て
い
た
と
こ

ろ
に
、
五
日
夕
方
に
再
び
地
震
が
起
こ
り
、
こ
れ
ら
の
う
ち
林
蔵
を
除
く
四
軒
は
い

ず
れ
も
本
潰
れ
と
な
っ
た
（
林
蔵
は
半
潰
れ
）。
当
時
、
豊
崎
新
田
に
居
住
し
て
い

た
百
姓
は
五
軒
で
あ
っ
た
の
で
す
べ
て
の
百
姓
が
被
害
を
受
け
た
の
で
あ
る
。

（
三
）
新
田
の
終
焉

　
風
水
害
や
地
震
な
ど
の
災
害
に
度
々
見
舞
わ
れ
た
豊
崎
新
田
は
、
安
政
の
地
震
が

大
き
く
影
響
し
、
そ
の
上
風
水
害
が
追
い
打
ち
を
か
け
る
。
安
政
の
地
震
は
、「
当

村
御
田
地
去
々
寅
年
地
震
已
来
地
低
ニ
相
成
）
47
（

」
と
地
震
に
よ
る
地
盤
沈
下
が
起
こ
っ

た
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
上
で
「
去
ル
寅
年
地
震
変
災
ニ
而
惣
体
震
下
候
処
、
翌
卯
年

前
代
未
聞
之
津
波
ニ
而
中
吉
新
田
ゟ
切
込
、
当
新
田
堤
一
般
切
所
汐
入
ニ
相
成
候

処
、
亀
崎
新
田
ゟ
も
奉
申
上
候
通
り
、
如
元
御
普
請
仕
候
而
者
新
開
発
同
様
莫
太
之

入
用
も
相
掛
り
、
誠
ニ
以
難
渋
之
仕
合
ニ
御
座
候
）
48
（

」
と
、
翌
三
年
に
は
前
代
未
聞
の

津
波
に
よ
り
近
隣
の
中
吉
新
田
の
堤
が
決
壊
し
、
豊
崎
新
田
も
一
か
所
堤
が
切
れ
た

こ
と
で
新
田
に
汐
が
入
る
こ
と
と
な
っ
た
。
元
通
り
に
復
旧
す
る
た
め
に
は
、
新
田

開
発
同
様
莫
大
な
費
用
が
か
か
り
、
難
渋
に
陥
る
と
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
ま
ま
捨

て
置
く
こ
と
も
で
き
な
い
の
で
、「
不
得
止
事
中
吉
新
田
地
主
江
申
談
、
右
新
田
ニ

而
囲
方
談
判
之
上
、
当
新
田
ゟ
七
百
両
差
出
（
中
略
）
其
後
追
々
普
請
向
丈
夫
ニ
出

来
、
此
上
何
様
之
風
波
有
之
共
保
堪
可
申
与
一
同
安
心
罷
在
候
処
、
当
七
月
廿
七
日

存
外
之
大
風
雨
雨

（
マ
マ
）ニ

而
中
吉
新
田
海
面
堤
通
り
一
円
押
崩
シ
候
ニ
付
、
又
候
当
新
田

汐
入
ニ
相
成
、
天
災
之
義
与
者
乍
申
丹
誠
仕
候
甲
斐
も
無
御
座
候
、
当
惑
至
極
可
罷

在
候
義
ニ
御
座
候
）
49
（

」
と
、
中
吉
新
田
地
主
に
掛
け
合
い
、
豊
崎
新
田
か
ら
七
○
○
両

を
差
し
出
し
、
中
吉
新
田
か
ら
も
残
り
分
を
賄
う
こ
と
で
折
り
合
い
が
つ
き
、
そ
の

後
、
風
波
が
あ
っ
て
も
大
丈
夫
な
堤
が
完
成
し
安
心
し
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
、
七
月

二
十
七
日
に
大
風
雨
に
見
舞
わ
れ
、
堤
が
決
壊
し
豊
崎
新
田
は
再
び
汐
入
り
と
な
っ

た
。
天
災
と
は
言
え
落
胆
こ
の
上
な
い
様
子
が
う
か
が
わ
れ
る
。

　
そ
し
て
、
再
び
藩
か
ら
普
請
を
命
じ
ら
れ
た
が
、「
近
来
相
続
候
変
災
ニ
而
、
一

同
相
疲
候
上
身
分
不
相
応
不
容
易
出
金
仕
、
此
上
他
借
等
之
儀
も
難
出
来
仕
合
ニ
御

座
候
ニ
付
、
奉
恐
入
候
義
ニ
者
御
座
候
得
共
、
実
に
此
上
地
主
共
手
甲
斐
ニ
も
及
不

申
候
間
、
当
新
田
之
儀
者
、
乍
恐
此
度
　
御
上
様
江
献
田
仕
度
奉
存
候
）
50
（

」
と
、
身
分

不
相
応
の
出
金
、
他
借
な
ど
も
で
き
な
い
こ
と
を
理
由
に
、
新
田
を
藩
に
献
上
し
た

い
と
豊
崎
地
主
、
庄
屋
が
連
名
で
申
し
出
て
い
る
。
非
常
に
追
い
詰
め
ら
れ
た
様
子

が
う
か
が
わ
れ
る
。
こ
の
年
に
は
、
新
田
の
う
ち
九
二
石
五
斗
六
升
五
合
分
（
年
貢

口
米
夫
役
米
一
九
石
八
斗
五
升
一
合
）
が
、
一
年
引
高
と
な
っ
て
い
る
。

　
翌
六
年
八
月
、
た
び
た
び
の
水
入
り
の
手
当
米
二
○
俵
が
豊
崎
新
田
に
下
付
さ
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旧
途
上
の
翌
二
年
八
月
、
五
年
七
月
に
大
風
雨
・
大
汐
が
発
生
し
、
浜
堤
の
決
壊
が

起
き
て
新
田
が
亡
所
同
然
の
よ
う
な
様
相
と
な
っ
た
。
二
年
の
災
害
で
は
家
屋
が
流

失
し
た
小
平
治
・
半
五
郎
・
嘉
七
に
米
一
俵
・
麦
三
俵
ず
つ
、
半
潰
の
林
蔵
・
伊
三

郎
・
半
七
に
は
米
半
俵
・
麦
二
俵
ず
つ
、
水
入
し
た
豊
七
後
家
に
は
麦
二
俵
の
救
恤

米
・
救
恤
麦
が
下
付
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
こ
の
年
は
豊
崎
新
田
に
例
年
課
さ
れ
る

二
一
石
余
の
年
貢
米
と
国
役
金
は
免
除
さ
れ
た
。
五
年
の
災
害
で
は
二
年
と
ほ
ぼ
同

様
に
本
高
・
口
米
・
夫
米
・
役
米
の
計
一
九
石
余
が
引
高
と
な
り
年
貢
免
除
さ
れ
て

い
る
。

（
二
）
地
震
災
害

　
嘉
永
七
年
六
月
、
十
一
月
に
発
生
し
た
大
地
震
は
、
豊
崎
新
田
に
も
被
害
を
も
た

ら
し
た
。
六
月
十
四
日
夜
八
つ
時
（
午
前
二
時
）
の
大
地
震
で
は
、
半
五
郎
の
本
家

一
軒
が
半
潰
れ
と
な
り
、
そ
の
ほ
か
に
も
「
人
家
少
々
ツ
ヽ
損
シ
申
候
」
と
被
害
の

程
度
は
不
明
な
が
ら
被
害
が
発
生
し
た
よ
う
で
あ
る
。
ま
た
、田
畑
も
「
汰
込
」「
汰

上
ケ
」
と
地
震
に
よ
っ
て
土
地
の
沈
下
や
隆
起
に
似
た
よ
う
な
現
象
が
起
こ
り
、
用

水
溝
は
埋
ま
り
、
川
や
浜
堤
も
所
々
沈
下
し
た
よ
う
で
あ
る
。
半
五
郎
に
は
閏
七
月

に
な
り
、
米
二
斗
の
給
付
が
行
わ
れ
た
）
46
（

。

　
十
一
月
四
日
、
五
日
に
は
六
月
の
大
地
震
よ
り
も
大
き
な
被
害
が
出
て
い
る
。
四

日
に
林
蔵
・
小
平
治
・
与
八
・
伊
三
郎
・
半
五
郎
家
が
半
潰
れ
と
な
っ
て
い
た
と
こ

ろ
に
、
五
日
夕
方
に
再
び
地
震
が
起
こ
り
、
こ
れ
ら
の
う
ち
林
蔵
を
除
く
四
軒
は
い

ず
れ
も
本
潰
れ
と
な
っ
た
（
林
蔵
は
半
潰
れ
）。
当
時
、
豊
崎
新
田
に
居
住
し
て
い

た
百
姓
は
五
軒
で
あ
っ
た
の
で
す
べ
て
の
百
姓
が
被
害
を
受
け
た
の
で
あ
る
。

（
三
）
新
田
の
終
焉

　
風
水
害
や
地
震
な
ど
の
災
害
に
度
々
見
舞
わ
れ
た
豊
崎
新
田
は
、
安
政
の
地
震
が

大
き
く
影
響
し
、
そ
の
上
風
水
害
が
追
い
打
ち
を
か
け
る
。
安
政
の
地
震
は
、「
当

村
御
田
地
去
々
寅
年
地
震
已
来
地
低
ニ
相
成
）
47
（

」
と
地
震
に
よ
る
地
盤
沈
下
が
起
こ
っ

た
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
上
で
「
去
ル
寅
年
地
震
変
災
ニ
而
惣
体
震
下
候
処
、
翌
卯
年

前
代
未
聞
之
津
波
ニ
而
中
吉
新
田
ゟ
切
込
、
当
新
田
堤
一
般
切
所
汐
入
ニ
相
成
候

処
、
亀
崎
新
田
ゟ
も
奉
申
上
候
通
り
、
如
元
御
普
請
仕
候
而
者
新
開
発
同
様
莫
太
之

入
用
も
相
掛
り
、
誠
ニ
以
難
渋
之
仕
合
ニ
御
座
候
）
48
（

」
と
、
翌
三
年
に
は
前
代
未
聞
の

津
波
に
よ
り
近
隣
の
中
吉
新
田
の
堤
が
決
壊
し
、
豊
崎
新
田
も
一
か
所
堤
が
切
れ
た

こ
と
で
新
田
に
汐
が
入
る
こ
と
と
な
っ
た
。
元
通
り
に
復
旧
す
る
た
め
に
は
、
新
田

開
発
同
様
莫
大
な
費
用
が
か
か
り
、
難
渋
に
陥
る
と
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
ま
ま
捨

て
置
く
こ
と
も
で
き
な
い
の
で
、「
不
得
止
事
中
吉
新
田
地
主
江
申
談
、
右
新
田
ニ

而
囲
方
談
判
之
上
、
当
新
田
ゟ
七
百
両
差
出
（
中
略
）
其
後
追
々
普
請
向
丈
夫
ニ
出

来
、
此
上
何
様
之
風
波
有
之
共
保
堪
可
申
与
一
同
安
心
罷
在
候
処
、
当
七
月
廿
七
日

存
外
之
大
風
雨
雨

（
マ
マ
）ニ
而
中
吉
新
田
海
面
堤
通
り
一
円
押
崩
シ
候
ニ
付
、
又
候
当
新
田

汐
入
ニ
相
成
、
天
災
之
義
与
者
乍
申
丹
誠
仕
候
甲
斐
も
無
御
座
候
、
当
惑
至
極
可
罷

在
候
義
ニ
御
座
候
）
49
（

」
と
、
中
吉
新
田
地
主
に
掛
け
合
い
、
豊
崎
新
田
か
ら
七
○
○
両

を
差
し
出
し
、
中
吉
新
田
か
ら
も
残
り
分
を
賄
う
こ
と
で
折
り
合
い
が
つ
き
、
そ
の

後
、
風
波
が
あ
っ
て
も
大
丈
夫
な
堤
が
完
成
し
安
心
し
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
、
七
月

二
十
七
日
に
大
風
雨
に
見
舞
わ
れ
、
堤
が
決
壊
し
豊
崎
新
田
は
再
び
汐
入
り
と
な
っ

た
。
天
災
と
は
言
え
落
胆
こ
の
上
な
い
様
子
が
う
か
が
わ
れ
る
。

　
そ
し
て
、
再
び
藩
か
ら
普
請
を
命
じ
ら
れ
た
が
、「
近
来
相
続
候
変
災
ニ
而
、
一

同
相
疲
候
上
身
分
不
相
応
不
容
易
出
金
仕
、
此
上
他
借
等
之
儀
も
難
出
来
仕
合
ニ
御

座
候
ニ
付
、
奉
恐
入
候
義
ニ
者
御
座
候
得
共
、
実
に
此
上
地
主
共
手
甲
斐
ニ
も
及
不

申
候
間
、
当
新
田
之
儀
者
、
乍
恐
此
度
　
御
上
様
江
献
田
仕
度
奉
存
候
）
50
（

」
と
、
身
分

不
相
応
の
出
金
、
他
借
な
ど
も
で
き
な
い
こ
と
を
理
由
に
、
新
田
を
藩
に
献
上
し
た

い
と
豊
崎
地
主
、
庄
屋
が
連
名
で
申
し
出
て
い
る
。
非
常
に
追
い
詰
め
ら
れ
た
様
子

が
う
か
が
わ
れ
る
。
こ
の
年
に
は
、
新
田
の
う
ち
九
二
石
五
斗
六
升
五
合
分
（
年
貢

口
米
夫
役
米
一
九
石
八
斗
五
升
一
合
）
が
、
一
年
引
高
と
な
っ
て
い
る
。

　
翌
六
年
八
月
、
た
び
た
び
の
水
入
り
の
手
当
米
二
○
俵
が
豊
崎
新
田
に
下
付
さ
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れ
、
新
田
百
姓
七
軒
に
割
り
付
け
ら
れ
て
い
る
。
十
月
に
は
、
上
吉
新
田
・
十
伝
新

田
（
十
蔵
伝
左
衛
門
新
田
）・
亀
崎
新
田
・
豊
崎
新
田
・
中
吉
新
田
の
五
新
田
地
主

が
連
名
で
次
の
よ
う
な
願
書
を
代
官
所
に
差
し
出
し
た
。

〔
史
料
三
）
51
（

〕

　
　
　
　
　
乍
恐
以
書
附
奉
申
上
候

　
　 

右
五
ケ
所
新
田
亡
消
ニ
付
、
再
築
立
改
呉
候
様
村
役
人
共
再
応
申
聞
候
へ
共
、

地
震
後
度
々
及
大
破
、
多
分
普
請
金
雑
墜
仕
候
ニ
付
、
何
れ
茂
追
々
難
渋
ニ
亡

消
入
、
此
上
再
築
立
迚
も
不
行
届
旨
申
聞
罷
在
候
処
、
此
度
御
領
分
羽
津
村
藤

谷
伝
之
進
所
望
改
候
ニ
付
、
地
仲
間
相
談
仕
、
則
為
地
代
金
弐
百
両
請
取
渡
約

定
、双
方
熟
談
聢
与
至
極
仕
候
、然
上
者
此
後
右
之
者
御
願
済
之
再
興
仕
候
ハ
ヽ

難
渋
之
小
前
共
助
成
ニ
も
相
成
、
猶
右
新
田
所
ニ
付
地
中
間
中
以
来
愁
心
一
切

無
御
座
候
、
勿
論
故
障
ケ
間
敷
儀
、
毛
頭
無
御
座
候
、
依
而
此
段
乍
恐
以
書
附

御
届
奉
申
上
候
、
已
上
、

　
　
　
　
未
十
月
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
佐
野
領
輔

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
竹
内
弥
兵
衛

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
内
田
忠
右
衛
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
山
中
伝
四
郎

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
森
寺
喜
兵
衛

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
宇
佐
美
利
兵
衛

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
伊
藤
伝
左
衛
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
平
田
十
治
郎

　
　
　
　
　
御
代
官
所

　
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
再
開
発
を
要
請
さ
れ
た
が
、
地
震
後
に
大
破
し
、
普
請
金
も
か

か
る
た
め
、
再
開
発
を
し
て
も
困
難
が
付
き
ま
と
う
よ
う
な
こ
と
と
な
る
と
考
え
て

い
た
と
こ
ろ
に
、
桑
名
藩
領
羽
津
村
の
藤
谷
伝
之
進
か
ら
の
新
田
所
望
が
あ
り
、
地

主
仲
間
が
相
談
し
て
、
土
地
代
金
と
し
て
二
○
○
両
で
売
り
渡
す
と
し
た
。
今
後
、

藤
谷
氏
の
新
田
再
興
が
小
前
百
姓
の
助
成
に
も
な
り
、
地
主
た
ち
も
そ
の
土
地
へ
の

執
着
が
な
い
こ
と
を
代
官
所
に
届
け
出
て
い
る
。

　
そ
の
後
、
新
田
が
再
興
さ
れ
た
の
か
は
不
詳
で
は
あ
る
が
、
明
治
時
代
の
地
図
に

は
豊
崎
新
田
の
地
名
が
残
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
か
ら
、
再
興
さ
れ
た
可
能
性
は
低
い

と
思
わ
れ
、
こ
の
時
点
で
豊
崎
新
田
の
終
焉
を
迎
え
る
こ
と
と
な
っ
た
と
考
え
ら
れ

る
。

　
お
わ
り
に

　
豊
崎
新
田
は
二
期
の
開
発
経
緯
が
あ
り
、
こ
こ
で
は
第
二
次
の
経
緯
を
検
討
し

た
。
こ
こ
か
ら
は
、豊
崎
新
田
は
町
人
請
負
新
田
形
式
か
ら
度
々
の
風
水
害
に
よ
り
、

最
終
的
に
は
国
役
普
請
に
よ
る
再
開
発
が
進
め
ら
れ
た
。
こ
の
国
役
普
請
は
、
長
良

川
水
系
の
河
川
普
請
と
関
係
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

　
そ
し
て
、
嘉
永
七
年
（
一
八
五
四
）
十
一
月
の
安
政
地
震
は
新
田
地
形
に
大
き
く

変
化
を
も
た
ら
し
、
追
い
打
ち
を
か
け
る
よ
う
に
水
害
に
見
舞
わ
れ
耕
作
不
能
地
と

な
っ
た
こ
と
で
、
結
果
的
に
は
新
田
開
発
は
放
棄
さ
れ
、
豊
崎
新
田
は
幻
の
新
田
と

な
っ
た
の
で
あ
る
。
新
田
と
し
て
機
能
し
た
期
間
は
、
一
時
中
断
期
が
あ
る
た
め
実

質
的
に
は
第
一
次
開
発
期
の
天
明
五
年
（
一
七
八
五
）
か
ら
第
二
次
開
発
の
終
焉
期

で
あ
る
安
政
六
年
（
一
八
五
九
）
ま
で
七
十
年
ほ
ど
と
な
る
。

　
新
田
の
再
開
発
に
あ
た
り
、
五
軒
の
入
百
姓
が
居
住
し
、
こ
の
五
軒
は
新
田
の
消

滅
ま
で
増
加
し
な
か
っ
た
。
第
二
期
の
新
田
に
は
平
田
家
三
代
が
南
福
崎
村
に
居
住

し
な
が
ら
豊
崎
新
田
入
庄
屋
と
し
て
開
発
に
あ
た
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
形
態
を
考
え

れ
ば
、
豊
崎
新
田
は
一
村
と
し
て
形
成
さ
れ
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
が
、
神
社
の
勧

請
や
祭
礼
の
執
行
、
宗
門
人
別
改
・
年
貢
割
付
状
下
付
な
ど
が
見
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、

村
と
し
て
の
機
能
が
些
少
な
が
ら
見
ら
れ
る
）
52
（

。

　
新
田
は
山
中
伝
四
郎
な
ど
町
人
が
大
き
く
関
与
し
、
寄
生
地
主
と
し
て
豊
崎
新
田
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周
辺
村
落
の
百
姓
を
小
作
人
と
し
て
召
し
抱
え
て
い
た
。
ま
た
、
そ
の
一
区
画
の
小

作
地
は
面
積
が
一
反
歩
と
桑
名
藩
で
実
施
さ
れ
て
い
た
株
地
制
度
を
想
定
し
た
区
割

り
と
な
っ
て
い
た
こ
と
に
も
大
き
な
特
徴
が
あ
る
。

　
一
方
で
、
新
田
開
発
で
の
居
住
百
姓
と
新
田
で
小
作
人
と
な
っ
た
百
姓
の
差
異

や
、
幕
府
と
藩
で
の
機
能
分
担
な
ど
は
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
が
、

新
田
開
発
に
お
け
る
国
役
普
請
事
例
と
し
て
非
常
に
貴
重
な
も
の
で
あ
る
こ
と
に
は

違
い
な
い
。
こ
の
豊
崎
新
田
周
辺
に
は
亀
崎
新
田
・
亀
須
新
田
な
ど
同
様
の
新
田
が

あ
り
、
そ
れ
ら
は
現
在
も
存
在
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
新
田
に
つ
い
て
も
引
続
き
検

証
を
行
っ
て
い
き
た
い
。

註（
１
）「
新
田
開
発
（
３
）
豊
崎
新
田
」（『
川
越
町
史
』、
一
九
九
八
年
）。「
天
保

伊
勢
国
絵
図
」（『
四
日
市
市
史
』
第
六
巻
　
史
料
編
絵
図
（
絵
図
集
）（
解
説
）、

一
九
九
二
年
）
に
は
、「
豊
崎
新
田
　
高
百
石
余
」
と
、豊
崎
新
田
が
記
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
、『
三
重
県
の
地
名
　
日
本
歴
史
地
名
大
系
24
』（
平
凡
社
、
一
九
八
三
年
）

に
も
、
川
越
町
豊
崎
新
田
の
項
を
立
て
山
中
家
文
書
を
利
用
し
て
第
一
次
の
新
田

開
発
の
様
相
を
紹
介
し
て
い
る
。
そ
の
位
置
は
、
町
屋
川
河
口
部
右
岸
の
亀
尾
新

田
東
側
海
岸
沿
い
に
あ
る
。
明
治
四
十
四
年
（
一
九
一
一
）
陸
地
測
量
部
「
三
重

県
桑
名
付
近
」（
二
万
正
式
図
）
で
は
、豊
崎
新
田
に
該
当
す
る
場
所
は
砂
地
と
な
っ

て
お
り
、豊
崎
新
田
は
記
載
さ
れ
て
い
な
い
。
現
在
、そ
の
場
所
は
埋
め
立
て
ら
れ
、

亀
崎
緑
地
公
園
と
な
っ
て
お
り
、
そ
の
東
側
に
は
高
架
の
伊
勢
湾
岸
自
動
車
道
が

通
っ
て
い
る
。

（
２
）
後
述
す
る
よ
う
に
、
豊
崎
新
田
の
開
発
は
大
き
く
二
段
階
に
分
か
れ
、
天
明

期
の
開
発
は
第
一
次
の
開
発
に
あ
た
る
。

（
３
）
註
（
１
）、
及
び
「
六
二
　
天
明
四
年
か
ら
寛
政
三
年
ま
で
山
中
家
が
資
本
参

加
し
た
亀
崎
外
浜
新
田
の
開
発
関
係
文
書
　
天
明
五
年
相
定
申
新
田
仲
満
証
文
之

事
」（『
四
日
市
市
史
』
第
八
巻
史
料
編
近
世
Ⅰ
、
一
九
九
一
年
）。
な
お
、
山
中

家
文
書
の
こ
れ
ら
の
史
料
に
つ
い
て
は
、
原
本
確
認
を
行
っ
た
。

（
４
）
松
永
貞
夫
『
新
田
の
研
究
』（
有
斐
閣
、
一
九
三
六
年
）、
菊
池
利
夫
『
新
田

開
発
』（
至
文
堂
、一
九
六
三
年
）、大
石
慎
三
郎
『
封
建
的
土
地
所
有
の
解
体
過
程
』

（
御
茶
の
水
書
房
、
一
九
五
八
年
）、
木
村
礎
『
近
世
の
新
田
村
』（
吉
川
弘
文
館
、

一
九
六
四
年
、
新
装
版
一
九
九
五
年
）
が
あ
る
。

（
５
）
註
（
４
）
木
村
前
掲
書
。

（
６
）
桑
名
藩
等
の
新
田
開
発
に
つ
い
て
は
、
近
世
前
期
の
事
例
と
し
て
大
泉
新
田

を
取
り
上
げ
た
（
拙
稿
「
近
世
前
期
の
桑
名
藩
農
政
―
松
平
定
綱
の
政
策
理
念
か

ら
―
」
拙
著
『
桑
名
藩
家
臣
団
と
藩
領
社
会
』
清
文
堂
、
二
○
二
一
年
）。
ま
た

近
世
後
期
の
事
例
と
し
て
旧
桑
名
藩
領
小
林
新
田
の
開
発
を
取
り
上
げ
た
（
拙
稿

「
小
林
新
田
の
開
発
の
素
描
―
「
萬
仕
入
控
帳
」
の
分
析
か
ら
―
」『
三
重
の
古
文

化
』
九
七
、三
重
郷
土
会
、
二
○
一
二
年
）。
さ
ら
に
近
年
の
研
究
と
し
て
、
丸
山

大
輝
「
環
境
史
に
お
け
る
鷹
場
の
歴
史
的
意
義
―
熊
本
藩
八
代
鷹
場
の
新
田
開
発

を
中
心
に
―
」（『
日
本
歴
史
』
九
○
三
号
、
二
○
二
三
年
）
は
自
然
環
境
史
の
視

点
か
ら
鷹
場
と
新
田
開
発
を
絡
め
て
論
じ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
ほ
か
、
新
田
開

発
等
に
関
す
る
多
く
の
論
文
が
存
在
す
る
が
、
管
見
の
限
り
国
役
普
請
と
新
田
開

発
を
合
わ
せ
て
考
察
し
た
も
の
は
見
当
た
ら
な
い
。

（
７
）
そ
の
ほ
か
、
豊
崎
新
田
百
姓
が
桑
名
藩
鷹
場
内
と
思
わ
れ
る
場
所
で
殺
生
禁

制
時
期
の
安
政
四
年
（
一
八
五
七
）
一
月
、
二
月
に
、
南
大
社
村
百
姓
ら
と
近
村

で
鉄
炮
を
使
っ
て
鳥
撃
ち
を
し
、
そ
れ
を
食
し
た
こ
と
が
露
見
し
、
不
埒
で
あ
る

と
し
て
お
叱
り
や
手
鎖
追
込
と
な
る
事
件
が
発
生
し
た
。
そ
れ
に
伴
い
庄
屋
や
組

頭
も
監
督
責
任
を
追
及
さ
れ
た
が
、
新
田
開
発
経
緯
等
と
の
関
係
性
を
考
慮
し
割

愛
し
た
。

（
８
）
平
田
家
文
書
「
諸
事
願
書
注
進
御
届
書
扣
」（
以
下
「
諸
願
書
留
」
と
し
、
そ

の
中
に
所
収
さ
れ
る
史
料
を
利
用
す
る
場
合
は
、
平
田
「
史
料
表
題
」
と
す
る
）。
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周
辺
村
落
の
百
姓
を
小
作
人
と
し
て
召
し
抱
え
て
い
た
。
ま
た
、
そ
の
一
区
画
の
小

作
地
は
面
積
が
一
反
歩
と
桑
名
藩
で
実
施
さ
れ
て
い
た
株
地
制
度
を
想
定
し
た
区
割

り
と
な
っ
て
い
た
こ
と
に
も
大
き
な
特
徴
が
あ
る
。

　
一
方
で
、
新
田
開
発
で
の
居
住
百
姓
と
新
田
で
小
作
人
と
な
っ
た
百
姓
の
差
異

や
、
幕
府
と
藩
で
の
機
能
分
担
な
ど
は
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
が
、

新
田
開
発
に
お
け
る
国
役
普
請
事
例
と
し
て
非
常
に
貴
重
な
も
の
で
あ
る
こ
と
に
は

違
い
な
い
。
こ
の
豊
崎
新
田
周
辺
に
は
亀
崎
新
田
・
亀
須
新
田
な
ど
同
様
の
新
田
が

あ
り
、
そ
れ
ら
は
現
在
も
存
在
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
新
田
に
つ
い
て
も
引
続
き
検

証
を
行
っ
て
い
き
た
い
。

註（
１
）「
新
田
開
発
（
３
）
豊
崎
新
田
」（『
川
越
町
史
』、
一
九
九
八
年
）。「
天
保

伊
勢
国
絵
図
」（『
四
日
市
市
史
』
第
六
巻
　
史
料
編
絵
図
（
絵
図
集
）（
解
説
）、

一
九
九
二
年
）
に
は
、「
豊
崎
新
田
　
高
百
石
余
」
と
、豊
崎
新
田
が
記
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
、『
三
重
県
の
地
名
　
日
本
歴
史
地
名
大
系
24
』（
平
凡
社
、
一
九
八
三
年
）

に
も
、
川
越
町
豊
崎
新
田
の
項
を
立
て
山
中
家
文
書
を
利
用
し
て
第
一
次
の
新
田

開
発
の
様
相
を
紹
介
し
て
い
る
。
そ
の
位
置
は
、
町
屋
川
河
口
部
右
岸
の
亀
尾
新

田
東
側
海
岸
沿
い
に
あ
る
。
明
治
四
十
四
年
（
一
九
一
一
）
陸
地
測
量
部
「
三
重

県
桑
名
付
近
」（
二
万
正
式
図
）
で
は
、豊
崎
新
田
に
該
当
す
る
場
所
は
砂
地
と
な
っ

て
お
り
、豊
崎
新
田
は
記
載
さ
れ
て
い
な
い
。
現
在
、そ
の
場
所
は
埋
め
立
て
ら
れ
、

亀
崎
緑
地
公
園
と
な
っ
て
お
り
、
そ
の
東
側
に
は
高
架
の
伊
勢
湾
岸
自
動
車
道
が

通
っ
て
い
る
。

（
２
）
後
述
す
る
よ
う
に
、
豊
崎
新
田
の
開
発
は
大
き
く
二
段
階
に
分
か
れ
、
天
明

期
の
開
発
は
第
一
次
の
開
発
に
あ
た
る
。

（
３
）
註
（
１
）、
及
び
「
六
二
　
天
明
四
年
か
ら
寛
政
三
年
ま
で
山
中
家
が
資
本
参

加
し
た
亀
崎
外
浜
新
田
の
開
発
関
係
文
書
　
天
明
五
年
相
定
申
新
田
仲
満
証
文
之

事
」（『
四
日
市
市
史
』
第
八
巻
史
料
編
近
世
Ⅰ
、
一
九
九
一
年
）。
な
お
、
山
中

家
文
書
の
こ
れ
ら
の
史
料
に
つ
い
て
は
、
原
本
確
認
を
行
っ
た
。

（
４
）
松
永
貞
夫
『
新
田
の
研
究
』（
有
斐
閣
、
一
九
三
六
年
）、
菊
池
利
夫
『
新
田

開
発
』（
至
文
堂
、一
九
六
三
年
）、大
石
慎
三
郎
『
封
建
的
土
地
所
有
の
解
体
過
程
』

（
御
茶
の
水
書
房
、
一
九
五
八
年
）、
木
村
礎
『
近
世
の
新
田
村
』（
吉
川
弘
文
館
、

一
九
六
四
年
、
新
装
版
一
九
九
五
年
）
が
あ
る
。

（
５
）
註
（
４
）
木
村
前
掲
書
。

（
６
）
桑
名
藩
等
の
新
田
開
発
に
つ
い
て
は
、
近
世
前
期
の
事
例
と
し
て
大
泉
新
田

を
取
り
上
げ
た
（
拙
稿
「
近
世
前
期
の
桑
名
藩
農
政
―
松
平
定
綱
の
政
策
理
念
か

ら
―
」
拙
著
『
桑
名
藩
家
臣
団
と
藩
領
社
会
』
清
文
堂
、
二
○
二
一
年
）。
ま
た

近
世
後
期
の
事
例
と
し
て
旧
桑
名
藩
領
小
林
新
田
の
開
発
を
取
り
上
げ
た
（
拙
稿

「
小
林
新
田
の
開
発
の
素
描
―
「
萬
仕
入
控
帳
」
の
分
析
か
ら
―
」『
三
重
の
古
文

化
』
九
七
、三
重
郷
土
会
、
二
○
一
二
年
）。
さ
ら
に
近
年
の
研
究
と
し
て
、
丸
山

大
輝
「
環
境
史
に
お
け
る
鷹
場
の
歴
史
的
意
義
―
熊
本
藩
八
代
鷹
場
の
新
田
開
発

を
中
心
に
―
」（『
日
本
歴
史
』
九
○
三
号
、
二
○
二
三
年
）
は
自
然
環
境
史
の
視

点
か
ら
鷹
場
と
新
田
開
発
を
絡
め
て
論
じ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
ほ
か
、
新
田
開

発
等
に
関
す
る
多
く
の
論
文
が
存
在
す
る
が
、
管
見
の
限
り
国
役
普
請
と
新
田
開

発
を
合
わ
せ
て
考
察
し
た
も
の
は
見
当
た
ら
な
い
。

（
７
）
そ
の
ほ
か
、
豊
崎
新
田
百
姓
が
桑
名
藩
鷹
場
内
と
思
わ
れ
る
場
所
で
殺
生
禁

制
時
期
の
安
政
四
年
（
一
八
五
七
）
一
月
、
二
月
に
、
南
大
社
村
百
姓
ら
と
近
村

で
鉄
炮
を
使
っ
て
鳥
撃
ち
を
し
、
そ
れ
を
食
し
た
こ
と
が
露
見
し
、
不
埒
で
あ
る

と
し
て
お
叱
り
や
手
鎖
追
込
と
な
る
事
件
が
発
生
し
た
。
そ
れ
に
伴
い
庄
屋
や
組

頭
も
監
督
責
任
を
追
及
さ
れ
た
が
、
新
田
開
発
経
緯
等
と
の
関
係
性
を
考
慮
し
割

愛
し
た
。

（
８
）
平
田
家
文
書
「
諸
事
願
書
注
進
御
届
書
扣
」（
以
下
「
諸
願
書
留
」
と
し
、
そ

の
中
に
所
収
さ
れ
る
史
料
を
利
用
す
る
場
合
は
、
平
田
「
史
料
表
題
」
と
す
る
）。
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（
９
）
平
田
「
文
政
六
年
十
二
月
乍
恐
口
上
書
ヲ
以
申
上
候
事
」。

（
10
）
同
右
「
豊
崎
新
田
庄
屋
十
治
郎
由
緒
書
」。

（
11
）
四
日
市
市
立
博
物
館
所
蔵
山
中
家
文
書
六
八
「
寛
政
六
年
豊
崎
新
田
仲
満
証

文
之
事
」。

（
12
）
平
田
「
寛
政
九
年
奉
願
御
事
」。

（
13
）
註
（
４
）
木
村
前
掲
書
。

（
14
）
平
田
「
寛
政
十
年
領
主
見
分
御
礼
留
」。

（
15
）
同
右
「
寛
政
十
一
年
乍
恐
口
上
」。『
続
徳
川
実
紀
』
で
は
、
修
復
は
確
認
で

き
な
い
が
、
川
浚
え
に
つ
い
て
は
記
述
が
あ
る
。
こ
の
こ
と
が
国
役
普
請
と
関
連

が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
更
に
検
討
を
進
め
た
い
。

（
16
）
同
右
「
戌
八
月
乍
恐
奉
願
候
事
」。

（
17
）
同
右
「
享
和
三
年
奉
願
上
候
御
事
」。

（
18
）
笠
谷
和
比
古
「
国
役
普
請
論
」『
近
世
武
家
社
会
の
政
治
構
造
』（
吉
川
弘
文
館
、

一
九
九
三
年
）。

（
19
）『
新
訂
増
補
国
史
体
系
48
続
徳
実
紀
第
一
篇
』（
吉
川
弘
文
館
、
二
○
○
三
年
）

「
享
和
二
年
正
月
二
十
八
日
条
」。

（
20
）
同
右
「
享
和
二
年
八
月
二
十
六
日
条
」。

（
21
）
こ
れ
ら
の
新
田
は
、「
天
保
郷
帳
」
に
も
記
載
さ
れ
て
お
り
、
川
越
町
が
収
集

し
た
国
土
地
理
院
の
明
治
か
ら
大
正
期
の
地
図
を
見
て
も
新
田
の
所
在
位
置
と
木

曽
三
川
と
の
関
連
が
う
か
が
え
る
。
な
お
、
地
図
閲
覧
に
あ
た
り
川
越
町
教
育
委

員
会
渡
會
仁
美
氏
の
ご
協
力
を
得
た
。

（
22
）
平
田
「
卯
（
安
政
二
年
）
十
二
月
乍
恐
以
書
附
奉
願
上
候
」
な
ど
国
役
金
・

国
役
銀
の
記
事
が
見
ら
れ
る
。
亀
崎
新
田
で
も
同
時
期
に
国
役
普
請
が
行
わ
れ
て

い
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
（
四
日
市
市
立
博
物
館
山
中
家
文
書
七
八
「
文
化
元
子

年
亀
崎
新
田
改
取
替
せ
証
文
）。

（
23
）
平
田
「
寛
政
七
年
奉
願
候
事
」。

（
24
）
こ
こ
で
問
題
と
な
る
の
が
、
入
百
姓
が
藩
領
を
越
え
て
入
村
し
て
い
る
こ
と

で
あ
る
。
こ
れ
が
町
人
請
負
新
田
の
特
徴
な
の
か
、
豊
崎
新
田
開
発
だ
け
に
適
用

さ
れ
た
も
の
な
の
か
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
引
き
続
き
検
討
の
余
地
が
あ
り
、
こ

こ
で
は
指
摘
に
と
ど
め
る
。

（
25
）
平
田
「
文
化
元
年
人
別
改
覚
」。

（
26
）
四
日
市
市
立
博
物
館
所
蔵
山
中
家
文
書
七
○
三
「
文
化
三
年
朝
明
郡
豊
崎
新

田
細
見
画
図
」。

（
27
）
平
田
「
寛
政
八
年
奉
願
御
事
」。

（
28
）
同
右
「
天
保
三
年
乍
恐
以
書
附
奉
申
上
候
」。

（
29
）「
諸
願
書
留
」
に
は
、
文
化
元
年
か
ら
安
政
六
年
ま
で
植
田
目
録
が
記
述
さ
れ

て
お
り
、
そ
れ
を
利
用
す
る
。

（
30
）「
諸
願
書
留
」
に
記
載
さ
れ
て
い
る
年
貢
皆
済
目
録
に
相
当
す
る
仕
掛
目
録
、

及
び
四
日
市
市
立
博
物
館
・
三
重
県
総
合
博
物
館
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
山
中
家
文

書
の
年
貢
割
付
状
を
利
用
す
る
。

（
31
）
平
田
「
文
化
十
二
年
水
下
立
毛
痛
覚
」。

（
32
）
同
右
「
寛
政
九
年
奉
願
御
事
」。

（
33
）
四
日
市
市
立
博
物
館
所
蔵
山
中
家
文
書
一
八
「
享
和
三
年
亥
年
免
相
定
事
　

朝
明
郡
豊
崎
新
田
」。

（
34
）
同
右
二
○
「
文
化
四
年
卯
年
免
相
定
事
　
朝
明
郡
豊
崎
新
田
」。

（
35
）
平
田
本
家
文
書
「
文
化
十
四
年
子
之
御
年
貢
米
御
算
用
帳
」。

（
36
）
平
田
「
文
化
元
年
乍
恐
口
上
」。

（
37
）
四
日
市
市
立
博
物
館
所
蔵
山
中
家
文
書
七
七
「
文
化
元
年
豊
崎
新
田
三
ケ
年

極
掟
テ
帳
」。

（
38
）
註
（
26
）。

（
39
）
平
田
「
文
政
六
年
乍
恐
口
上
書
ヲ
以
申
上
候
事
」。

（19） （18）

（
40
）
平
田
「
天
保
五
年
申
渡
」。

（
41
）
同
右
「
天
保
十
年
申
渡
」。

（
42
）
同
右
「
嘉
永
三
・
四
年
乍
恐
以
書
附
御
届
ケ
奉
申
上
候
」。

（
43
）
同
右
「
天
保
七
年
乍
恐
以
書
附
奉
願
上
候
」。

（
44
）
平
田
家
文
書
「
天
保
七
年
京
都
名
所
道
中
記
」。

（
45
）
平
田
「
嘉
永
七
年
奉
差
上
御
受
書
之
事
」。

（
46
）
同
右
「
嘉
永
七
年
寅
六
月
乍
恐
書
附
御
届
ケ
奉
申
上
候
」。
こ
の
二
つ
の
地
震

の
う
ち
、
六
月
の
地
震
で
は
四
日
市
市
域
の
津
藩
領
肥
田
組
の
村
落
で
も
、
潰
家

八
二
軒
、
半
潰
家
一
三
二
軒
、
圧
死
人
一
一
人
、
怪
我
人
一
七
人
な
ど
大
き
な
被

害
が
出
た
こ
と
が
記
録
さ
れ
て
い
る
（
服
部
家
文
書
「
嘉
永
七
年
六
月
地
震
破
損

目
録
」『
四
日
市
市
史
』
八
巻
史
料
編
近
世
Ⅰ
、
一
九
九
一
年
）。

（
47
）
平
田
「
安
政
三
年
八
月
願
書
」。

（
48
）
〜
（
50
）
同
右
「
安
政
五
年
乍
恐
以
書
附
奉
願
候
」。

（
51
）
同
右
「
未
（
安
政
六
）
十
月
乍
恐
以
書
附
奉
申
上
候
」。

（
52
）
文
化
元
年
二
月
、
代
官
所
あ
て
に
豊
崎
新
田
の
人
別
改
を
差
し
上
げ
て
い
る

こ
と
や
、
文
政
六
年
六
月
、
寺
社
奉
行
あ
て
に
氏
神
と
し
て
神
明
社
を
勧
請
し
、

祭
礼
を
八
月
二
十
一
日
と
し
た
こ
と
、
さ
ら
に
は
豊
崎
新
田
の
年
貢
割
付
状
が
発

給
さ
れ
て
い
る
な
ど
村
と
し
て
の
機
能
が
看
取
さ
れ
る
。

【
付
記
】

　
こ
の
論
考
を
作
成
す
る
に
あ
た
り
、
史
料
所
蔵
者
で
あ
る
平
田
重
樹
氏
・
平
田
武

重
氏
、
四
日
市
市
立
博
物
館
、
三
重
県
総
合
博
物
館
の
皆
様
に
御
協
力
を
い
た
だ
い

た
。
と
り
わ
け
史
料
閲
覧
に
際
し
、
四
日
市
市
立
博
物
館
篠
昌
志
氏
、
川
越
町
教
育

委
員
会
や
渡
曾
仁
美
氏
に
は
大
変
お
世
話
に
な
っ
た
。
こ
こ
に
記
し
て
感
謝
し
た
い
。
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（19） （18）

（
40
）
平
田
「
天
保
五
年
申
渡
」。

（
41
）
同
右
「
天
保
十
年
申
渡
」。

（
42
）
同
右
「
嘉
永
三
・
四
年
乍
恐
以
書
附
御
届
ケ
奉
申
上
候
」。

（
43
）
同
右
「
天
保
七
年
乍
恐
以
書
附
奉
願
上
候
」。

（
44
）
平
田
家
文
書
「
天
保
七
年
京
都
名
所
道
中
記
」。

（
45
）
平
田
「
嘉
永
七
年
奉
差
上
御
受
書
之
事
」。

（
46
）
同
右
「
嘉
永
七
年
寅
六
月
乍
恐
書
附
御
届
ケ
奉
申
上
候
」。
こ
の
二
つ
の
地
震

の
う
ち
、
六
月
の
地
震
で
は
四
日
市
市
域
の
津
藩
領
肥
田
組
の
村
落
で
も
、
潰
家

八
二
軒
、
半
潰
家
一
三
二
軒
、
圧
死
人
一
一
人
、
怪
我
人
一
七
人
な
ど
大
き
な
被

害
が
出
た
こ
と
が
記
録
さ
れ
て
い
る
（
服
部
家
文
書
「
嘉
永
七
年
六
月
地
震
破
損

目
録
」『
四
日
市
市
史
』
八
巻
史
料
編
近
世
Ⅰ
、
一
九
九
一
年
）。

（
47
）
平
田
「
安
政
三
年
八
月
願
書
」。

（
48
）
〜
（
50
）
同
右
「
安
政
五
年
乍
恐
以
書
附
奉
願
候
」。

（
51
）
同
右
「
未
（
安
政
六
）
十
月
乍
恐
以
書
附
奉
申
上
候
」。

（
52
）
文
化
元
年
二
月
、
代
官
所
あ
て
に
豊
崎
新
田
の
人
別
改
を
差
し
上
げ
て
い
る

こ
と
や
、
文
政
六
年
六
月
、
寺
社
奉
行
あ
て
に
氏
神
と
し
て
神
明
社
を
勧
請
し
、

祭
礼
を
八
月
二
十
一
日
と
し
た
こ
と
、
さ
ら
に
は
豊
崎
新
田
の
年
貢
割
付
状
が
発

給
さ
れ
て
い
る
な
ど
村
と
し
て
の
機
能
が
看
取
さ
れ
る
。

【
付
記
】

　
こ
の
論
考
を
作
成
す
る
に
あ
た
り
、
史
料
所
蔵
者
で
あ
る
平
田
重
樹
氏
・
平
田
武

重
氏
、
四
日
市
市
立
博
物
館
、
三
重
県
総
合
博
物
館
の
皆
様
に
御
協
力
を
い
た
だ
い

た
。
と
り
わ
け
史
料
閲
覧
に
際
し
、
四
日
市
市
立
博
物
館
篠
昌
志
氏
、
川
越
町
教
育

委
員
会
や
渡
曾
仁
美
氏
に
は
大
変
お
世
話
に
な
っ
た
。
こ
こ
に
記
し
て
感
謝
し
た
い
。

　
　
　（
元
三
重
県
環
境
生
活
部
文
化
振
興
課
歴
史
公
文
書
班
職
員
・

認
証
ア
ー
キ
ビ
ス
ト
　
藤
谷
　
彰
）


